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   第 ４ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

令和７年10月１日(水曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時10分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第５号) 

議案第８号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

議案第９号 熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第10号 熊本県議会議員及び熊本県知

事の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第58号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第６号） 

報告第３号 公立大学法人熊本県立大学の

経営状況を説明する書類の提出について 

報告第４号 天草エアライン株式会社の経

営状況を説明する書類の提出について 

報告第５号 豊肥本線高速鉄道保有株式会

社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

報告第６号 肥薩おれんじ鉄道株式会社の

経営状況を説明する書類の提出について 

報告第30号 熊本県における事務の的確・

適正な執行の確保に関する評価報告書の

提出について 

報告第31号 令和６年度決算に基づく熊本

県の財政の健全化判断比率及び公営企業

の資金不足比率の報告について 

報告第32号 五木村振興計画に掲げる取組

の進捗状況の報告について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①令和７年８月豪雨からの復旧・復興本部

について 

②消防学校再整備の進捗状況について 

③熊本県過疎地域持続的発展方針の策定等

について 

④阿蘇くまもと空港アクセス鉄道に係る調

査・検討結果について 

⑤緑の流域治水の推進と五木村・相良村の

振興について 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 中 村 亮 彦 

        副委員長 前 田 敬 介 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 堤   泰 之 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

知事公室 

         公室長 深 川 元 樹 

      政策審議監 阿 南 周 造 

危機管理監 鳥 井 薫 順 

国際・くまモン局長 櫟 本 麻 理 

       政策調整監 中 川 太 介 

        秘書課長 田 浦 貴 久 

        広報課長 大 谷 智 子 

    危機管理防災課長 井 上 雄一朗 

        国際課長 𠮷 仲 範 恭 

      くまモン課長 山 田      崇 

 総務部 

         部 長 千 田 真 寿 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 橋 本 誠 也 

 総括審議員兼政策審議監 坂 野 定 則 



第４回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和７年 10 月１日) 

- 2 - 
 

      総務私学局長 工 藤   晃 

        人事課長 寺 本 和 央 

  首席審議員兼財政課長 元 田 啓 介 

    県政情報文書課長 大 石 顕 寛 

      総務厚生課長 帆 足 朋 和 

      財産経営課長 有 田 知 樹 

      私学振興課長 松 村 加奈子 

 首席審議員兼市町村課長 藤 由   誠 

      消防保安課長 楠   ゆみ子 

        税務課長 内 村 秀 之 

企画振興部 

         部 長 富 永 隼 行 

理 事 

(デジタル戦略担当) 

   兼デジタル戦略局長 阪 本 清 貴 

         理 事 

  (球磨川流域復興担当) 

  兼球磨川流域復興局長 府 高   隆 

総括審議員兼政策審議監  

兼地域振興 

・世界遺産推進局長 柴 田 英 伸 

交通政策・統計局長 坂 本 弘 道 

土木技術審議監 有 働 人 志 

  首席審議員兼企画課長 受 島 章太郎 

首席審議員 

兼地域振興課長 若 杉 久 生 

阿蘇草原再生 

・世界遺産推進課長 吉 田 二 浩 

      交通政策課長 牧 野 記 大 

空港アクセス鉄道 

      整備推進課長 宮 原 尚 孝 

   統計調査課長 上 野 成 也 

  デジタル戦略推進課長 大 村 克 行 

    システム改革課長 四方田 亨 二 

 球磨川流域復興局政策監 甲 斐 奈美枝 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 野 中 眞 治 

       会計課長 小 夏   香 

      管理調達課長 阿 南 秀 二 

 人事委員会事務局 

         局 長 城 内 智 昭 

       公務員課長 森   亮 子 

 監査委員事務局 

         局 長 井 藤 和 哉 

         監査監 石 井 利 幸 

監査監 天 野 誠 史 

監査監 二 宮   守 

議会事務局 

  局 長 波 村 多 門 

次長兼総務課長 鈴   和 幸 

        議事課長 下 﨑 浩 一 

      政務調査課長 坂 本 誠 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 吉 村 修 一 

     政務調査課主幹 時 吉 啓 通 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○中村亮彦委員長 ただいまから第４回総務

常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。 

 まず、前回の委員会後に人事異動があって

おりますので、自席から自己紹介をお願いし

ます。 

  （二宮監査監自己紹介） 

○中村亮彦委員長 それでは、本委員会に付

託された議案等を議題とし、これについて審

査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明及び質疑応答は、

効率よく進めるために、着座のまま簡潔にお

願いします。 

 初めに、総務部長から総括説明をお願いし

ます。 

 千田総務部長。 

 

○千田総務部長 おはようございます。 
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 議案の説明に先立ちまして、一言おわびを

申し上げます。 

 去る９月26日、本県職員に対し、２件の懲

戒処分を実施しました。 

 １つ目は、融資を持ちかけた第三者の指示

により、自らの口座情報を送付したことが犯

罪収益移転防止法違反となった事案、２つ目

は、店舗の従業員に不同意わいせつを行った

事案です。 

 これらのことは、県民の皆様の信頼を裏切

るものであり、心からおわびを申し上げま

す。 

 改めて、職員一人一人に対し、法令遵守の

意識を徹底させるとともに、県民の皆様の信

頼回復に努めてまいります。 

 それでは、今回提案しております議案の概

要につきまして説明申し上げます。 

 まず、令和７年度９月補正予算です。 

 今回の補正予算は、冒頭提案分として、令

和７年度の梅雨前線豪雨等による災害からの

復旧に必要な予算など49億円、追加提案分と

して、８月10日からの大雨による災害への対

応として必要な予算など501億円の増額補正

であり、これに今回併せて御報告いたします

大雨による災害への緊急対応のため知事専決

処分した８月補正予算の86億円を含めます

と、補正後の予算規模は9,176億円余となり

ます。 

 このほか、条例改正などにつきましても、

併せて御提案、御報告を申し上げておりま

す。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きまして財政課長から、また、予算の詳細な

内容、条例等議案につきましては担当課長か

ら、それぞれ説明申し上げますので、よろし

く御審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

○中村亮彦委員長 次に、財政課長から、今

回の補正予算の概要等について説明をお願い

します。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 それでは、今、冒頭、総務部長から申し上

げましたけれども、補正予算の関係につきま

して御説明申し上げます。 

 総務常任委員会説明資料１ページからお願

いいたします。 

 まず、１ページ、一般会計補正予算(第４

号)、今回議案第８号でございます。 

 令和７年８月10日からの大雨に伴いまし

て、８月27日付で85億8,000万円の知事専決

処分を行ってございます。 

 主な内容につきましては、内容の欄、(１)

番、被災者の救済、生活支援で53億円余、ま

た、産業復興支援、社会・産業インフラの応

急復旧等に32億ほどございます。その他、現

在もう復旧しておりますけれども、肥薩おれ

ん鉄道の被災に伴う代替バスに関する支援も

含めまして、85億8,000万円の専決処分を行

ったものでございます。 

 続きまして、２ページでございます。 

 ９月補正予算の概要、まず、こちらが議案

第１号で、冒頭提案分の49億3,200万円でご

ざいます。 

 主な内容は、災害復旧関連は、８月10日か

らの大雨を含まないそれ以前の被害関係につ

きまして34億、また、益城町の土地区画整理

事業の５億3,500万円の前倒し分ですとか、

あと、その他、県税過誤納還付金の３億

1,000万余を含めまして、49億3,200万円を冒

頭提案させていただいております。 

 おめくりいただきまして、３ページをお願

いいたします。 

 こちらが追加提案分でございます。 

 一般質問最終日に追加提案をさせていただ

きました議案第58号でございますけれども、

全体としまして、500億6,900万円を計上して

おります。 

 主な内容につきましては、まず１番、大雨
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関連で、全体で497億ほどございます。被災

者の救済、生活支援、産業復興支援のほか、

社会・産業インフラの機能回復、こちらも本

復旧予算関係を467億ほど計上いたしており

ます。その他、自然公園の復旧も含めまして

497億余となっております。 

 また、２番、その他、県立大学新学部設置

に向けた取組で３億4,800万円、熊本武道館

の空調設備設置等で400万円、計３億5,900万

円も併せて計上させていただいております。 

 下の４ページの表を御覧いただければと思

います。 

 まず、補正前の額が、６月補正までで、一

般会計8,540億ございましたけれども、今申

し上げた８月補正、先月分が85億8,000万、

９月補正につきましては、冒頭提案の49億及

び追加提案の501億、計550億、合計で635億

の追加補正を行っておりますので、９月補正

までの補正が、合計欄、9,176億円余となる

ものでございます。 

 おめくりいただいて、５ページ、６ページ

につきましては、歳入予算関係でございま

す。 

 基本的に、歳入につきましては、国庫支出

金あるいは県債等を充当しておりますけれど

も、下の６ページ、12番、繰入金の欄を御覧

いただきますと、発災に対応しまして、専決

処分及び追加提案分につきまして、右側の補

正額の説明の欄、財政調整基金繰入金18億、

災害基金繰入金21億、県債管理基金繰入金９

億6,000万ということで、財調４基金と災害

基金を充当しているというものでございま

す。 

 おめくりいただきまして、７ページ、８ペ

ージをお願いいたします。 

 こちらは歳出関係でございます。 

 一般行政経費につきましては、(3)番の物

件費、(4)番その他のところで、災害救助事

業等を計上しております。 

 また、下の８ページ、投資的経費の中で

も、まず、(2)の災害復旧事業費を中心に、

災害関連事業を普通建設事業費の補助、単独

分でも計上しているものでございます。 

 予算の概況説明につきましては以上でござ

います。 

 

○中村亮彦委員長 引き続き、担当課長か

ら、議案等について説明をお願いします。 

 

○井上危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 ９月補正予算及び債務負担行為でございま

す。 

 上段の９月補正予算は、気象庁の警報、特

別警報などの防災気象情報の見直しが来年の

出水期、６月頃から実施される予定であるこ

とから、それに伴い、県の防災関係システム

を改修するための経費でございます。 

 下段の債務負担行為は、そのシステム改修

に５か月程度、試験調整で１か月程度の期間

が見込まれております。来年度まで期間がま

たがることから、債務負担を設定するもので

ございます。 

 危機管理防災課は以上です。 

 

○大石県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 12ページをお願いします。 

 下段の追加提案分です。 

 大学費の増額補正でございます。 

 説明欄を御覧ください。 

大学整備費、公立大学法人支援事業で、県

立大学の半導体関連人材育成に要する施設整

備の設計に係る交付金です。 

 県立大学における半導体関連人材の育成に

ついて、別添資料で補足説明をさせていただ

きます。 

 右上に総務常任委員会議案第58号参考資料

と記載している資料をお願いいたします。 
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 １、背景・課題等に様々な情報を記載して

おりますが、世界的に半導体需要が高まる

中、ＴＳＭＣの県内進出を契機に、県内には

多くの半導体関連企業の進出が進んでおり、

半導体関連人材の育成、確保が喫緊の課題と

なっています。 

 くまもと半導体産業推進ビジョンでも、安

定した半導体人材の確保、育成を方針の一つ

に掲げています。 

 ２に記載していますが、県内では、熊本大

学や県立技術短期大学校、高校で、人材育成

体制の強化が図られてきました。 

 資料の上段の囲み、２つ目の黒丸に記載し

ていますが、県は、ＤＸや半導体関連人材の

育成など、社会の要請に合わせた教育内容の

質的向上等を内容とする中期目標を定め、県

立大学へ指示しているところです。 

 ３、方針(案)ですが、このような状況を踏

まえ、県立大学では、黒田理事長の指揮の

下、今年の６月から、検討委員会で半導体関

連人材の育成に係る教育環境整備に向けた検

討が進められました。また、県からは、大学

事務局に２名の職員を追加派遣するなど、連

携して検討しました結果、今般、県立大学に

半導体関連人材を育成する半導体学部の開設

を目指すことといたしました。 

 学部開設に関する方針ですが、半導体に関

する専門知識等を習得し、実践的な教育と研

究を通じて、地域社会及び国際社会の発展に

貢献する人材を養成することとし、仮称です

が、半導体学部を令和９年４月に開設するこ

とを目指すとしています。 

 半導体学部を１学年60名を定員とし、今後

の少子化の動向等も踏まえ、総合管理学部の

定員を１学年60名減らし、大学全体の定員は

現状と変わりません。 

 施設は、現在の月出キャンパス内の建物を

最大限活用することとしていますが、新たな

施設も必要となりますので、現キャンパス内

で整備する方針です。この施設整備の設計の

ための予算を追加提案させていただきまし

た。 

 学部の設置には、文部科学大臣による認可

が必要になりますので、来年３月に申請する

ことを予定しています。 

 ４、施設整備スケジュール等についてです

が、今後、設計に着手し、来年度の後半に着

工することを予定しています。令和10年度竣

工。最初の入学生が３年生となった令和11年

度の段階で、新設の施設を開始する予定で

す。 

 建物は、鉄筋コンクリート造り、延べ床面

積約6,000平米を予定し、事業費は、設備費

を除き37億円程度を見込んでおります。 

 引き続き、県立大学と連携を図りながら、

令和９年４月の半導体学部の開設を目指して

まいりたいと考えています。 

 県政情報文書課は以上です。 

 

○内村税務課長 税務課でございます。 

 説明資料12ページをお願いいたします。 

 賦課徴収費の増額です。説明欄の県税過誤

納還付金について、法人事業税の確定申告に

伴う中間納付に対する還付など、県税の還付

に要する経費が所要見込額を上回るため、増

額をお願いするものです。 

 税務課は以上です。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 計画調査費について、増額をお願いしてお

ります。 

 説明欄を御覧ください。 

 知事会等活動費として、11月に韓国で開催

されます日韓知事会議への出席に要する経費

でございます。 

 これらにつきましては、全額全国知事会か

らの負担として、その他の財源を計上してお

ります。 

 企画課からは以上です。 
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○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 引き続き、14ページ下段をお願いいたしま

す。 

 計画調査費について御説明します。 

 説明欄を御覧ください。 

 球磨川流域復興対策費、被災住宅移転促進

宅地整備受託事業は、令和２年７月豪雨災害

により甚大な被害を受けた球磨村の住まいの

早期再建に向け、県が村から受託して実施す

る被災地域の住民等の移転先となる渡地区に

おける避難路整備等に要する経費です。 

 地域振興課は以上です。 

 

○牧野交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 資料、少し飛びまして17ページ、お願いい

たします。 

 専決処分の報告でございます。 

 専第14号、令和７年８月27日専決による補

正予算でございますけれども、計画調査費で

5,078万円余の増額を計上してございます。 

 右の説明欄を御覧いただければと思いま

す。 

 交通整備促進費の並行在来線対策事業にお

きまして、８月10日から11日にかけて発生を

いたしました大雨災害の被害により、肥薩お

れんじ鉄道の八代―日奈久温泉間が運休とな

りましたことから、代替バスの運行に要する

経費の支援を行うものでございます。 

 なお、八代―日奈久温泉駅間につきまして

は、９月27日の始発より運行を再開しており

ます。 

 交通政策課は以上です。 

 

○四方田システム改革課長 システム改革課

でございます。 

 資料戻っていただいて、15ページをお願い

します。 

 債務負担行為の増額のお願いでございま

す。 

 情報処理関連業務につきまして、１億

9,836万円余の増額設定を行うものです。 

 これは、県庁と広域本部、地域振興局等を

結ぶ熊本県総合行政ネットワーク等の通信回

線の契約が今年度末で終了するため、新たに

通信回線の借り上げを行うものです。 

 来年度においても切れ目なく利用するため

には、本年度中に契約及び回線工事を終える

必要があるため、債務負担行為の増額設定を

お願いするものでございます。 

 システム改革課は以上です。 

 

○阿南管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 19ページをお願いします。 

 ＮＨＫ受信料の過年度分の支払いに要する

経費でございます。 

 公用車のカーナビ等につきまして、過去の

未契約があることが判明しました後、件数を

精査いたしまして、ＮＨＫと個別に契約の必

要性や支払額について協議をいたしました結

果、県全体で102件、977万円余の支払いが必

要となりました。このうち、知事部局の95件

分を当課で一括して計上しております。 

 なお、教育庁１件、企業局１件及び病院局

５件につきましては、それぞれ所属の常任委

員会で計上をお願いしております。 

 管理調達課は以上でございます。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 40ページをお願いいたします。 

 報告第30号、熊本県における事務の的確・

適正な執行の確保に関する評価報告書の提出

について、41ページの概要で説明させていた

だきます。 

 まず、１番の趣旨でございますが、地方自

治法の規定により、令和６年度の評価報告書

について、監査委員の意見を付した上で議会
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に提出するものでございます。 

 次に、２、評価結果ですが、評価対象期間

である令和６年度中において、運用上の重大

な不備を把握したため、熊本県における制度

は、評価対象期間において有効に運用されて

いないと判断いたしました。 

 重大な不備の内容につきましては、表を御

覧いただければと思います。 

 ナンバー１、個人情報の漏えいについて。 

 概要としましては、メールまたは書類の誤

送等により、個人情報が流出する事案を16件

把握したもので、個人情報の流出という特性

上、事後の対処が極めて困難であることか

ら、把握した16件全てを重大な不備としてお

ります。 

 表の右側、是正状況としましては、各所属

のチェック体制強化や漏えい対策を徹底する

といったこれまでの取組に加え、職員研修の

必修科目を増やすなど、繰り返し職員の意識

向上を図っております。さらに、メール、郵

送による漏えい対策として、メール送信前に

内容の再確認を促す表示機能や公用封筒への

注意喚起表記の導入も進めております。 

 次に、42ページをお願いします。 

 ナンバー２、不適切な事務処理について。 

 概要としましては、熊本県旅行助成事業、

くまもと再発見の旅を実施するに当たり、管

理監督者として求められる職責を果たさず、

助成要件やその周知状況について検証せず

に、旅行業者に不適切受給を行ったと断定す

るとともに、その対応を行う中で、正確性を

欠く報告書の作成や報告、伝達を行ったもの

です。 

 表の右側、是正状況でございますが、令和

５年10月に設置しました調査委員会からの提

言を踏まえ、業務の的確、適正な執行に関す

る全庁通知を発出し、熊本県職員行動規範を

改定しました。また、当該事業の所管部にお

いて部内研修を実施するなど、職員の意識向

上を図っております。加えて、知事による会

見での謝罪及びホームページへの謝罪文の掲

載を実施しております。 

 次に、３、監査委員による審査の結果及び

意見でございます。 

 指摘事項の１つ目ですが、職員への制度の

周知不足を原因とするリスク発生報告書の提

出漏れが一部の所属で発生しているが、いず

れも重大な不備には該当しないことを確認し

たということ、また、適正な事務処理の確保

や個人情報保護、情報セキュリティーに関す

る研修等を通じて、個人情報の重要性につい

ての職員の認識をより一層高めるとともに、

業務委託先も含め、個人情報を取り扱う事務

のチェック体制、情報漏えいの防止対策を強

化、徹底すること、そして、今後とも、本制

度による日常的モニタリングが有効に機能

し、評価手続が適正に行われ、リスク発生防

止のための一層効果的な仕組みとなるよう、

引き続き取り組んでいただきたいとの御意見

をいただきました。 

 これらの意見を踏まえ、今後、様々な機会

を捉えて、職員への制度周知徹底を行い、事

務の的確、適正な執行の確保に向けて、引き

続き取り組んでまいります。 

 人事課は以上でございます。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 資料、戻って、20ページをお願いいたしま

す。 

 議案第９号、熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定についてでございます。 

 説明は、21ページの概要でさせていただき

ます。 

 １番、条例改正の趣旨及び２番、主な改正

内容でございますけれども、今回、住民基本

台帳法等の一部改正に伴いまして関係規定の

整理を行うもので、いわゆる条ずれの整理を

行うものでございます。 

施行期日は、公布の日でございます。 

 資料、飛びまして、44ページをお願いいた
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します。 

 令和６年度決算に基づく熊本県の財政の健

全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の

報告でございます。 

 説明については、45ページ、46ページでさ

せていただきます。 

 概要を御覧ください。 

45ページのまず１番、趣旨でございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律

の規定によりまして、６年度決算におきます

健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

について、監査委員の意見を付して御報告す

る必要がございます。 

 ２番の健全化判断比率の表を御覧いただけ

ればと思います。比率は４つございます。 

①実質赤字比率、②連結実質赤字比率につ

きましては、本県におきまして赤字会計はご

ざいませんので、該当なしのバーが黒枠の令

和６年度の欄の①番、②番に入ってございま

す。 

 続きまして、③実質公債費比率でございま

す。借入金、地方債の単年度の返済額に対し

まして、財政規模に対する割合を算出してお

りますけれども、こちら、今回8.9％という

ことで、前年から0.6ポイント悪化をしてご

ざいます。 

 ④将来負担比率でございます。先ほどの実

質公債比率は、いわゆる単年度のフローです

けれども、こちらは残高ベースで、財政規模

に対する割合を示すものでございますけれど

も、212.5ポイントということで、昨年度か

ら約５ポイントほどよくなっているという状

況でございます。 

 ①から④の比率、いずれにつきましても、

参考に書いております早期健全化基準に該当

するようなレベルではございません。 

 続きまして、３、資金不足比率でございま

す。 

 本県におきましては、公営企業全ての会計

で資金不足は生じておりませんので、令和６

年度全ての欄がバーになってございます。 

 46ページをお願いいたします。 

 監査委員による審査の結果及び意見でござ

います。 

 ３ポツございます。まず１ポツ目、算定の

基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

正確に算定、作成されているということでお

認めいただいております。 

 ２ポツ目ですけれども、いずれの比率等に

つきましても、健全化基準を大きく下回って

はいるものの、様々な課題への対応が求めら

れるほか、災害、国土強靱化関連の県債償還

の増加も見込まれているということを踏まえ

まして、今後につきまして、的確な財政見通

しの下、また、今般の大雨被害の対応に必要

となる財源の確保に努めるとともに、将来に

わたって持続可能な県政運営に向け、財政健

全化に取り組むという御意見をいただいてお

ります。 

 財政課は以上でございます。 

 

○大石県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 報告第３号、公立大学法人熊本県立大学の

経営状況を説明する書類の提出についてでご

ざいます。 

 25ページをお願いいたします。 

 概要資料で御説明させていただきます。 

 まず、１、基本情報でございます。 

 (5)基本財産の資本金は、県から出資とし

て承継した大学の土地、建物の評価額になり

ます。 

 次に、２、令和６年度決算につきまして、

(1)総括としまして、県立大学では、運営の

効率化や経費節減等に不断に取り組んでお

り、経営状況は安定しています。また、収益

の約47％を占める県からの運営費交付金につ

いても、有効に活用されており、特に問題視

すべき点はありません。 
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 26ページをお願いします。 

 (2)貸借対照表と損益計算書でございま

す。 

 表中の括弧内は前年度の額で、２つの表と

も、主に令和６年の決算から適用された地方

独立行政法人における会計基準の改定に伴う

影響を除き、大きな増減はございません。 

 右の損益計算書で、経常費用、合計は30億

5,000万円余、経常収益合計も29億9,000万円

余、当期総利益はマイナス1,500万円余とな

っており、損失を計上しておりますが、これ

は、先ほど申し上げました会計基準の改定の

影響によるもので、大学の収支や活用可能な

現金に影響はございません。目的積立金を減

額して整理いたします。 

 (3)に主な増減要因を記載しております。 

 27ページをお願いします。 

 ３、令和７年度事業計画でございます。 

 先ほど半導体学部の開設について御説明し

ましたが、今年度は、このほかに、大学の中

期計画の３つの重点的取組事項である(1)社

会と時代の要請に合わせた教育の質の向上、

(2)地域との幅広い協働を確立する教育研究

の着実な推進、(3)地域の国際化に対応し、

国際社会にも寄与する教育研究の推進を図る

こととしています。 

 県政情報文書課は以上です。 

 

○藤由市町村課長 市町村課でございます。 

 お戻りいただきまして、22ページをお願い

いたします。 

 議案第10号、熊本県議会議員及び熊本県知

事の選挙における選挙活動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。 

 次の23ページの条例の概要で説明をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、１番目の条例改正の趣旨でございま

す。 

 記載はされておりませんけれども、この改

正の対象となる条例は、公職選挙法の規定に

よりまして、県議会議員と、それから県知事

の選挙における選挙運動の費用の一部につい

て、県条例で定めることで、その費用を公費

負担ができるというふうにされておりまし

て、そしてこれを定めた条例というふうにな

っております。 

 そして、今回の改正につきましては記載の

とおりでございますが、公職選挙法の施行令

の一部改正による公費負担額の限度額の引上

げを踏まえまして、この条例の規定を整備す

るものでございます。 

 ちなみに、この公職選挙法の施行令につき

ましては、おおむね３年に１回、参議院議員

選挙の前に改正をするということになってお

ります。 

 ２番目の主な改正内容につきましてでござ

います。 

 今回、公職選挙法施行令の一部改正により

まして、(1)のビラ、それから(2)のポスター

に係る公費負担額の限度額について、それぞ

れ御覧の数値、これの金額が上がったという

ことですが、大体８％程度引き上げられたと

いうことで、この改正に準じた県条例につい

て改めるものでございます。 

 最後に、３番目の施行期日でございます。 

 公布の日から施行するということにしてお

りまして、施行日以降に告示される選挙から

適用するということになっております。 

 市町村課からは以上でございます。 

 

○牧野交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 資料、また少し飛びまして恐縮ですが、28

ページをお願いいたします。 

 交通政策課より、報告第４号から第６号に

かけまして、３つの経営状況の報告につきま

して説明をいたします。 

 まず、天草エアライン株式会社の経営状況

につきましてでございます。 



第４回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和７年 10 月１日) 

- 10 - 
 

 資料１枚めくりまして、29ページをお願い

いたします。 

 概要で御説明いたします。 

 天草エアラインにつきましては、平成12年

３月から、天草地域唯一の高速交通機関とし

て運航を開始いたしまして、現在、ＡＴＲと

いう機材、こちら１機を持ちまして、天草空

港と福岡空港、それから阿蘇くまもと空港、

伊丹空港をつないでいるというものでござい

ます。 

 昨年度の決算状況につきまして、２の決算

の概要の一番左の欄を御覧いただければと思

います。 

 営業収益につきましては８億3,794万円

余、営業費用が16億5,359万円で、営業利益

につきましては８億1,564万円余の赤字とな

ってございます。 

最終的な当期純利益につきましては、機体

整備などに伴う通常分の自治体との連携によ

る補助、それから、引き続くコロナの特別対

策の補助金ということをもちまして、930万

円余の黒字となってございますけれども、次

の30ページの(2)貸借対照表を記載してござ

いますが、その利益剰余金の欄を御覧いただ

きますと御理解いただけますと思いますが、

利益剰余金は574万円余の累積赤字という形

になってございます。 

 事業実績につきましては、３の欄に記載を

してございます。 

 まず、運航状況につきましては、機長の人

員減、稼働数の減、それから、３月18日に発

生をいたしました機体の被雷の被害の運休に

よりまして、運航便数が前年度と比較して約

10％減少をしました。これに伴いまして、利

用者も前年度と比較して約10％減少している

という状況でございます。 

 なお、就航率につきましては、昨年度と同

様の水準となってございます。 

 なお、天草エアラインにおきましては、自

社での営業活動や天草観光のＰＲによる利用

促進に取り組んでいるほか、大手航空会社と

のコードシェアによる利用の拡大、それか

ら、自社で保有している「みぞか号」の整備

期間中における日本エアコミューター、鹿児

島を起点としている地域航空会社でございま

すけれども、こちらからの同型の機材の借

用、それから、同社の整備士による整備な

ど、運休や欠航の発生を極力抑え、安定運航

の確保に取り組んでございます。 

 本県といたしましては、これらの取組を支

援するとともに、次期の中期経営計画の策定

に今着手をしているところでございまして、

今後も、天草エアラインや関係自治体などと

協議の上、さらなる利用促進、それから安定

運航の確保に向けた取組を推進してまいりた

いと考えてございます。 

 天草エアライン株式会社の説明は以上でご

ざいます。 

 続きまして、32ページを御覧いただければ

と思います。 

 豊肥本線高速鉄道保有株式会社の経営状

況、報告第５号でございますけれども、次の

33ページの概要にて御説明をいたします。 

 こちらの会社は、豊肥本線の熊本から肥後

大津までの電化により、高速化を図ることを

目的といたしまして、平成９年にＪＲと県、

市などで設立をした会社でございまして、熊

本国体が開催をされました平成11年に同区間

の電化を実施したということでございます。 

 その際に整備をいたしました電化施設をこ

の会社が保有をいたしまして、貸付けに伴う

ＪＲ九州からの使用料収入によって、その投

資を回収していくというスキームの会社でご

ざいます。 

 昨年度の決算状況につきまして、２の決算

の概要の一番左の欄を御覧ください。 

営業収益につきましては、ＪＲ九州からの

使用料収入１億660万円、それから、営業費

用が6,876万円余となってございまして、営

業利益が3,783万円余となってございます。
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最終的な当期純利益は、2,792万円余となっ

てございます。 

 次の34ページの(2)貸借対照表の利益剰余

金の欄を御覧いただければと思いますが、利

益剰余金は、６億7,781万円余の累積赤字と

なってございます。ただ、こちら、引き続き

ＪＲ九州からの使用料収入によってこれを補

塡していくというスキームになっておりまし

て、現時点、順調に回収を進めているという

ところでございます。 

 事業実績につきましては、３の欄でござい

ます。 

 ＪＲ九州から前年度と同額の使用料収入を

確保する一方、営業費用は、固定資産税や減

価償却費の減少等によりまして、前年度に比

べて32万円余減少しているという状況でござ

います。 

 本県としましては、同社と連携いたしまし

て、引き続き、ＪＲ九州からの使用料収入に

より投資の確実な回収に努めてまいります。 

 豊肥本線高速鉄道保有株式会社については

以上でございます。 

 続きまして、資料、36ページの報告第６

号、肥薩おれんじ鉄道株式会社の経営状況に

ついて、資料37ページの概要で御説明をいた

します。 

 肥薩おれんじ鉄道につきましては、九州新

幹線の八代―鹿児島中央間の開業に伴いまし

て、平成16年に営業を開始してございます。

熊本県と鹿児島県と地元自治体で支えている

三セク鉄道でございます。 

 昨年度の決算状況につきまして、２の決算

の概要の一番左の欄を御覧ください。 

 営業収益につきましては16億6,884万円

余、営業費用が26億2,633万円余で、営業利

益が９億5,748万円余の赤字となってござい

ます。 

 これに対しまして、まず、通常の線路保全

などに対する両県連携による補助金収入、同

じく両県支援の燃料価格高騰に伴う補助金収

入、そして国庫補助金の収入を合わせまし

て、当期純利益につきましては、827万円余

の黒字となってございます。 

 しかしながら、次の38ページの(2)の貸借

対照表の利益剰余金の欄に記載してございま

すけれども、利益剰余金につきましては、４

億7,448万円余の累積赤字となってございま

す。 

 事業実績につきましては、３の欄に記載し

てございますが、令和４年度に御報告させて

いただきました中期経営計画に基づく経営努

力によりまして、経営の改善を今まさに図っ

ているというところでございますけれども、

運転士不足によるおれんじ食堂の運休ですと

か、令和７年２月からの一部減便の影響もご

ざいまして、利用者数につきましては、ほぼ

横ばいというふうになっている状況でござい

ます。 

 なお、肥薩おれんじ鉄道につきましては、

沿線地域の人口減少、高齢化などの環境変化

を踏まえつつ、安定的な運行を確保するた

め、おれんじ食堂を活用した各種企画、それ

からキャラクターと連携をしましたラッピン

グ列車の運行などにより、定期外の利用の増

加を図ること、それから、駅名のネーミング

ライツなどの収益源の拡大に取り組むととも

に、ＪＲ九州から引き継いだ過大な施設設備

のスリム化、それから、運転士等の要員の確

保、育成に取り組まれてございます。 

 本県としましては、同路線が沿線住民の通

勤通学の足としての役割、それから、九州を

縦貫する貨物ネットワークの一翼を担う路線

であることを踏まえまして、引き続き、鹿児

島県と連携をしつつ、沿線市町、それからＪ

Ｒ貨物、おれんじ鉄道において構成されます

肥薩おれんじ鉄道未来戦略検討委員会におい

て、この７月に、肥薩おれんじ鉄道沿線地域

公共交通計画、この計画を定めまして、さら

なる利用促進、マイレール意識の醸成などを

図るということとしてございますし、また、
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同社の設備投資に係る費用負担軽減に向けた

国の制度の活用を目指すなどしておりますの

で、これらの取組を通じて、安全で安定的な

運行の維持、確保に努めてまいる所存でござ

います。 

 交通政策課は以上でございます。 

 

○甲斐政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 資料、飛びまして、48ページをお願いいた

します。 

 五木村振興計画に掲げる取組の進捗状況の

報告でございます。 

 これは、議員提案により、平成20年に制

定、令和４年に改正いただいた熊本県五木村

振興推進条例第３条第２項に基づき御報告す

るものです。 

 まず、令和６年度の進捗状況についてで

す。 

 五木村振興計画では、“ひかり輝く”新た

な五木村を実現するため、４つの方向性を示

しております。この方向性ごとに御説明いた

します。 

 (1)生涯にわたり住み続けられる医療、福

祉、教育の推進です。 

 住民生活の向上を図るための、希望する全

世帯及び全事業所への受話器つきタブレット

の導入、人吉高校五木分校魅力向上プロジェ

クトによる、いわゆる東大先端研などとの連

携授業の本格化、小中一貫教育推進の検討、

子育て応援支援事業などに取り組みました。 

 (2)豊かな恵みを生かした持続可能な産業

と雇用の創出です。 

 五木村のモデル林を活用したモニターツア

ーの実施、くまもと林業大学校県南校の機能

拡充の効果を村の振興につなげる事業、Ｊ－

クレジット取得のための森林吸収量クレジッ

ト化推進事業、原木しいたけ生産ＤＸ実証事

業、移住定住促進事業などに取り組みまし

た。 

 (3)新たな時代を見据えた安全、安心を確

保する生活基盤の整備です。 

 新たな平場整備に向けた協議、検討、五木

東小学校前の平場整備、五木村の安全、安心

の確保に向けた河川改修事業、土砂流出等防

止に必要な流域保全総合治山事業、国道445

号の道路改良事業、県道宮原五木線道路改良

事業、村道・林道改良修繕事業などに取り組

みました。 

 次、(4)豊かな自然やこれまで整備した施

設等を生かした新たな振興です。 

 五木村東地区のグランドデザイン策定に向

けた協議会による提案書の作成、宮園周辺地

域のにぎわいづくりを目指した五木村宮園周

辺地域ふるさとづくり計画の策定、道の駅子

守唄の里五木の施設改修などに取り組みまし

た。 

 次に、49ページをお願いいたしします。 

 ただいま御報告した主な取組について、実

績額及び事業主体を一覧にしてまとめており

ます。 

 (1)、番号１、タブレット導入事業、これ

は、村が１億6,940万円で希望する全世帯及

び全事業所にタブレットを導入したというこ

とでございます。 

 以下、取組の実績額、事業主体についての

説明は割愛させていただきます。 

 次に、50ページの３つ目の表、参考、五木

村振興基金の積立等についてを御覧くださ

い。 

 熊本県五木村振興基金(県基金)について御

説明いたします。 

 県は、村へ基金を交付する場合に、まず、

県基金に積立てを行いまして、基金を取り崩

して村に交付いたします。村は、この総交付

額を一旦村の基金に積み立てた後に、振興に

係る村の事業を実施する際に取り崩して充当

するという流れになっております。 

 令和５年度までに約20億円を積み立て、う

ち10億円を村に交付しておりまして、令和６
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年度末現在の残額は10億円余となっておりま

す。 

 次に、51ページを御覧ください。 

 五木村振興基金(村基金)の状況です。 

 村基金は、令和５年度に県から交付された

10億円を基金に積み立て、五木村振興計画に

記載された村の事業に充当するため、令和５

年度は約１億5,000万円余、令和６年度は約

１億7,000万円余を取り崩しており、令和６

年度末現在の残額は６億6,000万円余となっ

ております。 

 球磨川流域復興局からの報告は以上です。 

 

○中村亮彦委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 あわせて、繰り返しになりますが、発言者

の方は、マイクに少し近づいて、はっきりと

した口調で発言いただきますようお願いしま

す。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○渕上陽一委員 冒頭の部長からの議案の説

明の中で、令和７年度の災害復旧に必要な予

算として49億、そして、追加分として501億

円というお話がありました。今回の災害っ

て、新たなパターンだったんだろうなという

ふうに思っておりまして、３点お尋ねさせて

いただければというふうに思います。 

 １点は、今回の８月豪雨被害の特徴はどう

いうものであったのか。２点は、また、排水

ポンプの作動がしなかった、あるいは浸水し

てポンプ場まで行けなかったとか、自動車が

何台も浸水したなどと聞きます、気象情報等

の周知や避難誘導など、初動の対応はどうだ

ったのか。改めて、うまくいったのか、反省

点があるならば、その辺も教えていただけれ

ばというふうに思います。 

 何よりも、これから大事なのは、何といっ

ても、人だというふうに思います、予算を執

行していくためには。本当にマンパワーが足

りているのかなあという思いもあります。 

 ふだんを見ておりますと、通常業務です

ら、特に農業の技術であったり、土木の技術

の職員は、足りてないような感じがするわけ

でありますけれども、この３点についてお尋

ねさせていただければというふうに思いま

す。 

 

○井上危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 まず、１点目の大雨の特徴でございます。 

 今回の大雨の特徴といたしまして、玉名市

や長洲町などの県北、それと県央、宇城市、

それと県南、これは、八代市、氷川町、それ

と天草ということで、県内の各地域に大雨特

別警報が発表されておりまして、線状降水帯

により広い範囲で被害が発生したというの

が、これまでの本県における大雨災害とは違

う特徴だというふうに考えております。 

 被害の形態につきましても、土砂災害によ

る道路の寸断であったり、孤立の発生に加え

まして、住家の面的な浸水被害など、地域に

よって被害の様相が異なるというのも今回の

災害の特徴だというふうに認識をいたしてお

ります。 

 その上で、初動対応につきましては、令和

２年７月豪雨の経験を経まして、本県におき

ましては、県と県内の全市町村が参加する豪

雨対応訓練を令和３年から継続して実施をし

ております。そうした訓練を、関係機関とと

もに、きちんと繰り返し実施をしてきたとい

うこともございまして、迅速な被災者の方の

救出、救援につながったというふうに考えて

おります。 

 一方で、市町村との情報の共有の在り方で
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あったり、ボランティアであったりとかは検

討課題が残ったというふうに考えております

ので、その点は、今後の検証できちんと課題

を明らかにして、対応策を講じてまいりたい

と、このように考えております。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 先ほど、災害対応、今後の対応についての

マンパワーの不足についてということで御質

問いただきました。 

 予算も今回上げさせていただいております

けれども、今後、応急期から復旧期のフェー

ズに移行するということで、災害復旧工事で

すとか被災者の生活再建支援、こういった業

務が本格化してくることが見込まれておりま

す。 

 引き続き災害対応に重点化できるような体

制を確保していくために、まず、先月、８月

26日付で、ＢＣＰに業務継続計画に基づく通

常業務の休止、縮小、見直しをやるように、

総務部長通知を発出させていただきました。 

 現在、部内の配置調整ですとか、他部局か

らの異動によりまして、増員配置で体制を何

とか強化させていただいているところでござ

いますけれども、先ほど申し上げましたよう

に、今後、応急から復旧期にフェーズが移行

してまいりますので、業務がかなり増加して

まいります。 

 今のところ、全庁的に照会いたしましたと

ころ、今年度、来年度、大体50人から60人ぐ

らいの業務量、人数、換算で増えるんじゃな

いかということで、事務、技術合わせて想定

をしておりまして、この数を、庁内、今の体

制で回すのは非常に厳しい状況だというふう

に認識しております。 

 そういった状況を踏まえまして、実は、先

週26日なんですけれども、九州地方知事会の

ほうに、職員の派遣、中長期派遣を要請させ

ていただいております。まずは、九州地方知

事会のほうに派遣要請しまして、その後、九

州でカバーできない場合は全国にまた要請し

ていくという形になろうかと思っておりま

す。 

 その上で、加えまして、これまでの災害時

にも対応しておりましたけれども、任期付職

員の採用も併せて行いながら、必要な人材確

保を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員 決して皆さんを責めようと

いう気でも何でもないんです。普段の業務内

容を見ておりまして、本当に頑張っていただ

いてるな。県議会議員というよりも、一県民

として、本当に皆さん方に、御尽力に心から

感謝を申し上げたいというふうに思います。 

 しかしながら、無理をすると、どこかでや

っぱりそのツケが来るんだろうなというふう

に思っておりまして、できるだけ、みんなの

顔色を見ながら、本当に健康管理に対しては

皆さん方が注意を払っていただければという

ふうに思いますし、本当に、木村知事を先頭

に、一丸となって、一日も早い復旧、復興に

取り組んでいただきたいと思っておりますの

で、感謝を申し上げたいというふうに思いま

す。頑張ってください。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 関連して、ちょっと質問を

させていただきたい。それと、私の意見を述

べさせていただきたいと思っております。 

 今、渕上委員のほうからお話があって、御

答弁あったように、やはり人材が、採用？も

含めて不足をしているということは、ここ数

年よく言われてきたことだというふうに思っ

ております。 

 私が県会議員になりました今から23年前、

私の記憶をたどれば、当時、県庁の職員さん

は5,600人ぐらいいらっしゃったというふう

に思うんですね、たしか予算書見てたときの
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記憶でいきますけれども。今が約4,000人強

かな、かなりやっぱり減ってらっしゃるんで

すね。当時嘱託の方もいらっしゃいました

し、アルバイトの方もいらっしゃいました。

そういう人たちも今はいなくなってきてるの

で、かなり人的なリソースというのが、劇的

にやっぱりこの20数年間で減ってきたという

ふうに感じてますし、それによって、多忙化

とか、そういったものが進んできているとい

うふうに感じています。 

 さらに、いわゆる説明責任を求められるこ

とも増えてきて、やらなければいけない業務

も新たに追加されたのではないかというふう

にちょっと推測をしております。 

 その中で、特に災害時は、応急復旧等につ

いて言えば、いわゆる災害の箇所をまず特定

をして、そこに対してどう復旧するかという

ことをやって、復旧するための業務を発注し

て、その発注した後に検査して、ちゃんとよ

かったかどうかというのを検証するというの

はあると思うんですけれども、ほんの一部か

もしれませんけれども、例えば、そこに、い

わゆる災害箇所に、職員の人たちが自ら出向

いて行って、その後検査も自ら出向いて行く

という、この箇所がかなり増えてくるわけで

すよね。ここをやはり今のＩＴ技術とか使う

と、事前に、いわゆるドローンも含めて、人

が行かなくても、そういったところを検証で

きるような仕組みにすることによって、例え

ば、その検査まで、いわゆる人がそこの場所

に行かなくても検査ができるというルールを

整えれば、少しは現場の人たちの負担は減る

のかなというふうに思っているところです。 

 そういう意味では、皆さん、いわゆる内部

の、いわゆる管理ルールを変えることによっ

て、そういうことができるようになると思い

ますし、今はその管理ルールが、やはり人が

行かないと検査が完了したというふうになっ

てないのであれば、やっぱり人はどうしても

行かなければいけないというふうになってく

るわけですね。 

 ですから、そういったところを知恵を絞り

ながら、やっぱり人が少なくなっていったこ

とに対する対応というのをどんどん進めてい

かなきゃいけないんじゃないんだろうかなと

思うんですね。 

 で、これから働く人の人口というのは、も

う当然全体が減っていくということが、もう

人口推計から分かってるわけですから、やっ

ぱりそこを改めて進めていく必要があるんじ

ゃないかなというふうに私は感じています

が、もしそういったことに対して、もう既に

取り組んでいらっしゃると思いますが、もし

何かあれば御説明いただければと思っており

ます。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 委員から、限られた人材の中で、業務の効

率化を図っていくべきじゃないか、ＩＣＴ等

を活用してということでの御提案でございま

した。 

 まず、定員の状況でございますけれども、

先ほどお話がありましたように5,600人、20

年以上前は5,000人台だったんですけれど

も、現在4,200人、知事部局での数でござい

ます。 

 一時期の行革に伴って、年々減ってきた状

況でございますが、現在の定員管理計画の中

では、4,299人という数字を目標にして、維

持していくということで、この４年間は、職

員採用に努めてまいりたいというふうにして

いるところでございます。 

 ただ、一方で、技術職員の採用はなかなか

厳しいところがございまして、土木職員等、

幾つかの職種におきまして、採用が厳しい状

況がございます。 

 そうした中で、業務をある程度効率化し

て、ＩＣＴなどを活用してやっていく、デジ

タル、ＤＸを活用しながらやっていくという

のは、現在検討を進めているところでござい
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まして、先ほど土木部の現場のお話がござい

ましたけれども、まだちょっと検討はこれか

ら具体的には進めていこうと思っております

が、業務のＢＰＲということで、業務もある

程度棚卸ししながら、外に出せるものがない

かとか、あとは、当然廃止できるものはない

かとか、あとは、やり方を変えることで効率

が図れるやつがあるんじゃないかとかといっ

た視点で、デジタル推進局のほうと総務部の

ほうで検討を進めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。改革

は進めていらっしゃるということでありまし

た。 

 ただ、やはり、その災害のときとかの話を

聞くと、箇所もかなり多くなっているし、時

間的な制約もあるし、そこの現場に出向く、

その場所の危険さもあるんですよね。そうい

うことを考えると、やはりそこは、ただ走り

ながら変えていくというのは、やっぱり現場

も、新しいことをやらなきゃいけないことが

増えていく中で大変だと思うんですけれど

も、やはりそこはルールを変えることによっ

て、やっぱり実感ができる、人間がやったほ

うが、より効率が上がるという業務に人を割

けるような視点で、やっぱり制度というのは

変えていったほうがいいと思いますので、そ

こはぜひ、これからも検討していっていただ

きたいと要望しておきます。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございますか。 

 

○橋口海平委員 19ページ、ＮＨＫの受信料

の支払いに要する経費について、ちょっと質

問させていただきます。 

 ＮＨＫさんがいらっしゃる中で……。 

 公用車の受信料ということで860万円、毎

年毎年これがかかってくるとなると、非常に

高いなというふうに少し感じている部分もあ

ります。ただ、ルールなんで、まあしようが

ないなと思っておりますが、そもそも、公用

車にテレビが必要なのか。まあ、防災の観点

からすると必要な部分ももちろんあると思う

んですが、今、テレビがついてないカーナビ

とか、そういうのもあると思うんですが、圧

縮するために、これからいろんな検討をして

いかないといけないと思っております。 

 で、今、そういう状況というか、これを圧

縮していいのかどうか、ちょっと分からない

んですが、今からの取組だったり、そういう

のというのは考えているのかどうか、ちょっ

とお伺いしたいというふうに思っておりま

す。 

 

○阿南管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 今御質問いただいたことにお答えいたしま

す。 

 まずもって、今回、全庁的な認識不足によ

りまして、これだけの補正予算の計上となり

ましたことにつきましておわびを申し上げた

いというふうに思います。 

 その上で、今後の対応につきましてでござ

いますけれども、再発の防止策としまして、

１つ目は、全庁的な意識改革というところ

で、毎年秋に、管理調達課のほうから、全庁

的に調査を行いますので、その際に改めて意

識づけを行いたいと思います。 

 あと、物理的な、制度的な再発防止策とし

ましては、まず、カーナビが必要であるかど

うかということ、それと、既存のテレビ機能

つきのカーナビにつきましては、アンテナを

取り外すなど、そういった措置を取るように

しております。 

 それと、今から調達する公用車につきまし

ては、テレビ機能がないカーナビをつけると

いうところで、原則として、やっていきたい
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というふうに思っております。 

 その上で、やっぱりテレビチューナーが必

要かどうか、その辺りについて、各所属と我

々管理調達課の中で協議をさせていただきま

して、真に必要があるものは、防災上ですと

か、そういったものについては認めていきた

いというふうに思っておりますので、今後、

なかなか、テレビ機能がないカーナビという

のが昨今大分少なくなっているという状況も

ございますけれども、その辺りの必要性を精

査しながら、そういったＮＨＫ受信料の必要

経費の縮減というところも、今後取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほか、ございますか。 

 

○西聖一委員 議案第58号で出た、県立大学

の半導体学部の件についてお尋ねしますが、

背景等を見て、1,000人規模の人が欲しいと

いうニーズに応えて、新しく学部、それから

設備を創設するんですけれども、左側の下に

もありますように、熊本大学、県大、水俣高

校、開新高校と、それぞれ、そこもやってい

る中で、この県立大学に置く学部の特色とい

うか、位置づけというのは、そこが整理され

ているのかなというのと、県立大学について

も、これまでも100％就職というのが魅力で

あったわけですね。この県立大学も当然そう

いうふうになっていかなければならないと思

うんですけれども、そこに対応できる教授陣

というか、やっぱり大体企業と結びついてい

る講座に学生枠を――私たちもそうでしたけ

れども、行く格好になると思うんですけれど

も、そういう箱物を造って魂がないと言うと

いけませんけれども、それに応えられるだけ

の先生を、ちゃんと見通しがあるのかどうか

をちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○大石県政情報文書課長 今御質問いただき

ました県立大学における半導体学部の新設で

ございますけれども、書いてございますとお

り、熊本大学ですとか県立技術大学校でも、

半導体関連の学科の整備がされております。 

 それで、熊本大学におきましては、主に半

導体デバイス工学課程等で、半導体技術者で

すとか、また、研究者の育成に特化したよう

な教育課程というふうになっているところで

ございます。また、熊本大学の情報融合学環

におきましても、データサイエンスですと

か、半導体技術を総合的に学ぶ、技術者、研

究者の育成等を目指していらっしゃるところ

でございます。 

 また、県立技術短期大学校におきまして

は、主に、半導体の製造工程におきまして、

製造装置のトラブルですとか、解決、メンテ

ナンスなどに対応できる実践技術者の育成を

目指されているところでございます。 

 それに対しまして、今回県立大学のほうに

設置いたします半導体学部におきましては、

従来の工学部等が、特定の教育に特化した教

育をされるのに対しまして、半導体学という

新たな学問領域を創設いたしまして、半導体

のその材料や性質に加えまして、そういった

技術領域に加えて、社会環境問題ですとか、

あと、ビジネス、知的財産といった多角的な

視点から、半導体学、半導体を総合的に学ぶ

ということを特徴とした学部を開設すること

を目指しているところでございます。 

 また、そういった熊本大学ですとか県立技

術短期大学校と競合するということではなく

て、お互いに補完し合いながら取り組んでま

いりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 また、御質問のありました教授陣につきま

してでございますけれども、こちらにつきま

しては、現在、文部科学省への認可申請に向

けまして、教育カリキュラム等につきまして

の検討を進めているところでございます。 

 そのカリキュラムに応じて、優秀な先生方
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に来ていただいて、その開設に向けて今準備

している段階でございまして、黒田理事長が

半導体学の第一人者でございますので、そう

いった人脈も生かしながら、教授陣をそろえ

ていきたいというふうに、県立大学で今熟慮

しているとこでございます。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 当然すみ分けしていって、魅

力ある大学にしていっていただきたいと思い

ますし、先生は、今から選択するんですけれ

ども、人材不足というのは、先生のほうも人

材不足でしょうから、よっぽどすばらしい先

生を持ってこないと、魅力につながらないと

思いますので、そこは大胆に頑張っていただ

ければと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

○渕上陽一委員 関連してよろしいですか。

すみません。 

今回新たに新設されるというのは、今の大

学の中に多分つくられるんだろうというふう

に思いますけれども、産学官とか、例えば、

今からいろんな企業であったり、研究機関も

多分引っ張ってこられるんだろうというふう

に思いますけれども、であるならば、もう、

セミコンテクノパークの中に新設したほう

が、後々を考えると、私はいいんじゃなかろ

うかというふうに思うんですけれども、すみ

ません、もう決められたことなんでしょうけ

れども、申し訳ないですけれども。どう考え

てらっしゃるのか。後のことを考えて、企業

が来たり、研究機関を連れてきたときのこと

も考えて、今の場所に考えておられるのかな

というのを教えていただければと思います。 

 

○大石県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 今の計画、先ほど御説明しましたとおり、

月出キャンパスのほうで計画をしております

けれども、まず１つ、理由としまして、今回

新たな学部を開設しますけれども、教養課程

も含めて、あと、３年、４年次になるにつれ

て専門課程になっていきますけれども、そう

いった教養課程が主に月出キャンパスで行わ

れているというところもございまして、教

員、学生の、もしそのキャンパスを別の場所

につくったという場合に、教員、学生のキャ

ンパス間での移動というものが生じてしまう

ということで、同じキャンパスであれば、そ

うした負担が発生せずに、また、現有の施

設、設備も共有が可能ということになりま

す。 

 また、月出キャンパス内に建設候補地が確

保できておりますので、新たな土地の取得と

いうのが不要という理由もございます。 

 また、令和11年４月から施設の供用開始と

いうスケジュールをちょっと考えておりまし

て、そういったスケジュールを考えても、月

出キャンパスが現実的ということで、今回月

出キャンパス内に考えたところでございま

す。 

 サイエンスパークにつきましてですけれど

も、新学部におきましては、様々な企業との

共同研究等にも取り組んでいきたいというふ

うに考えておられますので、そういった意味

で、機能として、サイエンスパークの一翼を

担っていくということに期待をしているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 そのことは分かりました。

例えば、理工系の人たちは、もっと勉強した

いというふうになってくるんだろうなと思っ

てますけれども、そんなときに、先に、大学

院のことを考えてもおられるのか、ちょっと

そこも含めて教えていただければと思いま

す。 

 

○大石県政情報文書課長 まず、今、学部の
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申請を文部科学省に準備している段階でござ

いまして、まだそこも申請もしておりません

ので、まだ認められてもいない段階ではござ

います。 

 また、大学院につきましては、現時点で

は、設置するかどうかも含めて、決まってい

ないところでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 分かりました。 

 

○池田和貴委員 すみません、関連して。 

私は、この県立大学の半導体学部の開設に

ついては、本当にスピード感を持って早くや

られたなと思ってるんですね。今日は教育委

員会の方はいらっしゃいませんが、県立高校

のこと、今後の子供が非常に少なくなってい

くことで、いわゆるその魅力化をして、もち

ろん県立高校と私立のことも含めて今いろん

な議論がされてるんですが、これは、高校に

入る子供が少なくなってくるということは、

その３年後には大学に入る子供たちの数も少

なくなってるということで、ある意味、教育

機関の少子化に対する対応という意味では、

同じ問題を抱えてるんじゃないかと思うんで

すね。 

 そういった中で、魅力化という意味では、

今回この、社会的に求められている、この半

導体の人材の育成をするために、こういう学

部をスピード感を持ってつくるということ、

なおかつ、その県立大学の黒田理事長自体

が、いわゆる日本の半導体の第一人者のお一

人であるということ、こういった方のお力も

いただいて、ここに人材を集めることが可能

であるということから考えると、私は、少子

化の部分に対して対応したすばらしい案件の

一つなのじゃないかなというふうに、私自身

は理解をしているところですし、やったほう

がいいんじゃないかというふうに思っており

ます。 

 その中で、この半導体の学部はいいとし

て、ただ、先ほど説明の中にも、少子化を踏

まえて、半導体学部は60人なんですが、全体

の定員は増やさないという説明がありました

が、今後の少子化に対して、この半導体学部

の設置をするとか、そういうことを含めて、

どういう議論が、もしされてるんだったら、

そこの内容についてもちょっと教えてほしい

なというふうに思ったところです。 

 

○大石県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 御質問がありましたとおり、県立大学の魅

力化につきましては、半導体学部の設置とい

うのもその一つなんですけれども、文学部の

ほうで、英文学科等がございますけれども、

そこにつきまして、来年度から、組織の改編

をいたしまして、より実践的な英文学を学べ

るような学科にしていくような計画もござい

ます。 

 また、経済学の魅力の一つとしまして、デ

ータサイエンスにつきまして、１年生、２年

生、必修で教えるなど、今後の社会状況に対

応した学びができるようになっておりまし

て、先日、そういった学んだ学生の中から、

アップルのプログラムのコンテストで入賞す

るような学生が出てきたりとか、そういった

効果も出ているところでございまして、そう

いった取組を進めていきたいというふうに考

えているところでございます。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 この半導体学部以外でも、いろいろ考えら

れてるということが分かって、いわゆるその

大学の魅力度をアップするためにやられてい

るということが今の説明で分かりました。 

 いわゆる大学も全入時代だと言われてて、

今後、少子化に伴って、大学の改編も出てく

るわけですね。そういった中で、必要とされ

る大学と、もしかしたら、もう経営が成り立
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たなくなっていく大学と、分別がある中で、

県立大学、半導体の学部も含めて、魅力度を

上げていく環境を持っている大学の一つだと

思うんですね。ですから、県立大学が地域に

とって必要とされるために、そういう環境が

整っているので、ぜひここは、いろんな意味

で積極的に考えていっていただきたいという

のが私の意見です。 

 で、先ほど経営状況の説明もありました

が、26ページの貸借対照表を見てみると、資

産と負債が140億あるんですが、純資産が128

億もあって、これ、純資産が91％もある会社

なんて本当にないぐらい健全な会社で、いわ

ゆる使おうと思う資金もあるということだと

思うんでですね。大体これ、負債が３対７ぐ

らいでも超優良企業なんですよ。将来払わな

きゃいけないお金が３割あったとしても、実

際に払えるだけのものを７割持ってるってこ

とだからですね。これ、県立大９割持ってる

ってことなんで、超優良企業だと思うんで、

ぜひそういったところも活用して、必要とさ

れる大学というのをぜひつくっていただきた

いなというふうに思っております。 

 私はそういうふうに思っておりますので、

頑張ってください。もう答えは要りません。 

 

○中村亮彦委員長 ほか、ございますか。 

 

○増永慎一郎委員 私も、県立大学につい

て、半導体学部について質問しようと思っ

て、何点かもう、そっちのほうで、私が聞こ

うと思ったのが言われましたので、まず１つ

お尋ねなんですけれども、この設備は、令和

11年度に完成する予定になってますけれど

も、一応、開設が令和９年の４月になってま

すので、そのときがスタートになるんですよ

ね。 

 

○大石県政情報文書課長 施設整備につきま

しては、竣工が令和10年度、令和11年の４月

からの供用を考えておりますけれども、ま

ず、学部自体は、令和９年４月から開設をい

たしまして、まず、１年生60名が入ってくる

ということになりますので、その60名につき

ましては、既存の施設を活用して教育を進め

まして、並行して校舎の建設を進めまして、

令和11年度の、初めに入った入学生が３年生

になるときに、新校舎が出来上がっていると

いうような計画でございます。 

 

○増永慎一郎委員 ということは、今の高校

２年生が再来年に受験するという形ですよ

ね。ということであれば、もう高校生にとっ

てみれば、ある程度、どういう学部なのか、

また、どういう人たちを要求しているのかと

いうのが、高校生が大学を選ぶのに非常に大

事な時期にもう入ってきてるというふうに思

うんですよ。 

 認可が下りないとなかなか難しいという部

分もあるかもしれませんけれども、ある程度

概要等に対しては、やっぱりそれぞれの熊本

県内の高校を中心として、いろんな受験生に

対して、いろんなＰＲを、アピールをしてい

かなければいけない時期だと思うんですよ。 

 まず、今の総合管理学部というのは280人

ぐらいの定員だったというふうに記憶してる

んですけれども、その中に、熊本県内の公

立、私立合わせて、ほとんどの学校から推薦

で、多分１人か２人は必ず入れるような形に

なっていると思います。 

 ちょっと保護者の方から話聞いたんですけ

れども、そこで60人の半導体学部――60人減

らすということになれば、その推薦枠が減る

んじゃないかとか、そういう話があってま

す。また、理系の子が行くのか、文系の子が

受けるのか、非常に難しい、そういうのが分

からない。半導体のことを専門的に勉強する

んであれば理系なのか、また、先ほど言われ

たように、いろんなことを含めて総合的に半

導体を学習していくんであれば、理系でも文
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系でもいいんではないかというふうな話が出

ておりましたので、その辺について、入学者

に対しての広報というか、案内というのはど

のような計画でやられてるんですかね。 

 

○大石県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 委員おっしゃりますとおり、今の２年生

が、来年度受験をして、令和９年４月に入学

いただくといった形になります。 

 文部科学省に申請するに当たりまして、各

高校生にアンケート等を取る予定にしており

ます。県内の高校、場合によっては県外もで

すけれども、その際には、今回の半導体学部

の概要といいますか、中身について十分御説

明しますとともに、総合管理学部の定員減に

つきましても、併せて御説明をする予定とし

ております。 

 そういった中で、今の２年生が、保護者の

方も含めて不安に思われないようにしていき

たいというふうに考えております。 

 また、入試制度につきましては、今まさに

半導体学部等について、まだ検討中でござい

まして、１年後どうなるかというのはまだ分

かりませんけれども、そういった、今の総合

管理学部の制度が変わることに対する御不安

があるということも踏まえまして、検討をし

ていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員 県立大が半導体学部に求

める生徒、どういう生徒を求めていくのかと

いうのをきちんと出して、来てほしいという

か、来てほしい子供たちに来てもらうために

は、やっぱり早め早めに、そういった受験し

てくれる子たちの目星じゃないですけれど

も、そういう子が集まるような形にしない

と、つくっても何も意味がないと思うんです

よ。ただ、半導体が今、ブームじゃないです

けれども、注目されてて、それを目指して来

るだけではなくて、先ほど言われたように、

熊大とか、そういったところと、きちんと分

類をした形で、こういう人材を育成していく

んだということであれば、やっぱり子供たち

に対しての呼びかけというのもきちんと早め

に、そしてまた、ちゃんとやらなければいけ

ないというふうに思いますので、その辺に関

しては、やっぱり早め早めで、ぜひお願いし

たいというふうに思っておる次第でございま

す。 

 また、各学校に対して、この半導体学部

に、県内枠みたいなのを設けられるかどうか

分かりませんけれども、そういった部分も、

学校あたりに対してのきちんとした通達とい

うか、こういうふうな形で募集しますよとい

うのも学校も多分欲しいと思うんですよ。で

すから、学校あたりとも、特に県立高校あた

りとも相談しながら、ここに半導体の高校が

水俣高校と開新高校、２つ今つくってありま

すけれども、そういうところからは、学習の

度合いとかを見ながら、ちょっと枠を設けま

すよとかいうのもあるかもしれませんので、

それがまた、特に県立の水俣高校あたりに

は、ここで勉強すれば、県立大の半導体学部

に入学するのが、割かしほかの人より簡単に

なるんだとかというのもあると思うので、先

ほど言いましたように、早め早めにそういっ

た情報を流すような努力をしていただきたい

というふうに思います。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございますか。 

 

○堤泰之委員 ちょっと重ねてになります

が、今増永先生からもあって、総合管理学部

を減員して進めるということでしたが、将来

的に、この総合管理学部自体がかなり人気が

ある学部だと私も認識してまして、ここから

県とか市への就職がかなり多いというふうに

私も思ってるんですけれども、そういったも

のの需要に関して、今後、一旦減員した後
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に、設備が整った後に増やす可能性があるの

かどうか、そこが１点と、あと、総事業費が

37億となってますが、恐らく設備も入れる

と、また同じぐらいというか、かなり費用が

かかると思いますが、そこに関しては、もう

一般財源からいくのか、国やほかからの補助

等が期待できるのか、そういったところを教

えていただければと思います。 

 

○大石県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 総合管理学部につきまして、今回、少子化

等の動向も踏まえまして、280名から220名

に、定員のほうを減らす予定としておりま

す。そこに当たりましては、総合管理学部の

ほうが、もともと社会課題等を解決するよう

な人材を養成するということで、公共ですと

か、ビジネスですとか、情報といったものを

学ぶようなコースを設けてやっております。 

 そういった同じ目的の社会課題を解決する

という面で、半導体学部も、半導体を用いて

社会課題を解決できるような人材を養成する

ということも掲げておりますので、そういっ

た同じ目的もあるというところもありまし

て、より学生の選択肢を広げるという意味も

ありまして、そういった対応したところでご

ざいます。 

 また、定員を今後元に戻すと、増やす可能

性につきましては、ちょっと現時点では何と

も言えないところでございますけれども、今

後、半導体学部ができまして、志願状況とか

も見てということになろうかと思いますけれ

ども、現時点では決まっていないところでご

ざいます。 

 また、設備費につきましてでございますけ

れども、御指摘のとおり、今、37億円の中に

は設備費が入っていないというところでござ

います。今後、教育カリキュラムの検討が進

んでまいりますと、どういった設備がそのた

めに必要かということも決まってまいります

ので、それに応じて設備費を考えていくとい

うことなりますけれども、現在、施設整備と

設備費に使えるような、文部科学省の交付金

等の申請ができないかというところを検討し

ているところでございまして、またそういっ

た使える補助金をできるだけ見つけまして、

対応していきたいというふうに考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

 

○堤泰之委員 今高校生とかが、社会問題解

決のカリキュラムがどんどん増えてきて、そ

ういったものに興味持っている方が、やっぱ

り優秀な学生に今非常に人気があると思うん

ですよね。せっかくそういった方々がいるの

であれば、そういった方々の声というか、学

生さんのニーズというものも、もう一回ちょ

っと捉えていただきたいなというのが１点。 

 あと、設備に関しては、恐らく半導体の場

合は、もう技術革新がすごく早いと思います

ので、ある意味最新と言っちゃいけないんで

すけれども、ある程度、現状の企業さんが使

ってる設備に近いものが、時には、学科によ

っては必要になるのではないかと思いますの

で、それに関しては、産業界、企業さんたち

の――使わなくなったとは言わないんですけ

れども、そういったところから、中古も含め

て、最初はもう新品が要るでしょうけれど

も、常に互換性があるものを入れるとか、そ

ういった連携を図られたほうがスムーズに、

企業ニーズにも合うのかなというふうに思っ

てます。 

 多分、ほかの学科ではちょっと想定しなか

ったような設備、あるいは、技術のスピード

というか、カリキュラムの革新というのが必

要となってくると思いますので、黒田先生が

いらっしゃいますけれども、しっかりそうい

った最先端の企業さんの意見を取り入れなが

ら進めていただければと思います。 
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○中村亮彦委員長 ほか、ございますか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第８号から第10号ま

で及び第58号について、一括して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外４件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、今回付託された請第28号を議題とい

たします。 

 請第28号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○松村私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 付託請願について御説明をいたします。 

 請第28号としまして、私学助成に関する意

見書の提出を求める請願が提出されておりま

す。 

 提出者は、熊本県私立中学高等学校協会及

び熊本県私立中学高等学校保護者会です。 

 請願の主な趣旨は２点です。 

 １点目は、私学助成に係る国庫補助の堅持

とより一層の充実。２点目は、教育相談体

制、ＩＣＴ環境の整備や学校施設の耐震化等

に係る支援の充実です。これらのことについ

て、国への意見書の提出を求めるというもの

です。 

 請願の背景としては、１点目について、私

立学校では、教員の維持、確保に必要な経費

が増大するとともに、物価高騰、光熱費高騰

等への対応が課題になっていること、また、

ＩＣＴ支援員やスクールカウンセラーなど、

様々な支援員の配置が必要となっているこ

と、２点目について、学校への要望の多様化

や保護者への対応など、学校運営に係る問題

解決への支援や１人１台端末の配備等のＩＣ

Ｔ環境整備、近年の記録的な猛暑に対する体

育館の空調設備の整備等が急務であること、

これらのことから、国による一層の支援を求

めるものです。 

 説明は以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第28号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択でお願いします」と呼ぶ者あ

り） 

○中村亮彦委員長 採択という意見がありま

すので、採択についてお諮りいたします。 

 請第28号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第28号は、採択することに決定い

たしました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第28号

は、国に対して意見書を提出してもらいたい

という請願であります。 

 そこで、意見書案について、事務局から配

付させます。 

  （意見書案配付） 

○中村亮彦委員長 今配付いたしました意見

書案は、請願の趣旨、理由とほとんど内容は
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変わらないようでありますが、この案のとお

りでよろしいでしょうか。 

 また、意見書の宛先の氏名については、今

後の国の動向を踏まえ、修正が必要な場合は

委員長一任ということでよろしいでしょう

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認めます。

よって、この意見書案を、委員会として、委

員長名をもって議長宛てに提出したいと思い

ます。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が５件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○中川政策調整監 知事公室付でございま

す。 

 右上に報告資料①と記載の資料をお願いい

たします。 

 令和７年８月豪雨からの復旧・復興本部に

ついてでございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、上段、本部の設置趣旨でございま

す。 

 ８月10日からの大雨災害については、災害

対策本部を設置し、対応を行ってまいりまし

たが、初動期の応急対応に一定のめどが立ち

つつある状況であり、復旧・復興期へとフェ

ーズが移行していると認識しております。 

 そのため、災害対策本部体制を終了し、こ

れまでの大規模災害と同様に、県庁の各部局

が一体となって、被災地の復旧、復興を迅速

かつ強力に推進するため、９月25日木曜日

に、令和７年８月豪雨からの復旧・復興本部

を設置いたしました。 

 災害対策本部は、令和７年８月10日からの

大雨に関するとしておりましたが、今回の大

雨災害に係る復旧・復興本部等で使用する名

称については、気象庁の気象現象の定め方に

準じまして、令和７年８月豪雨としておりま

す。 

 次に、中段、役割についてですが、今次被

害の検証、課題及び復旧、復興に向けた施策

の共有、復旧・復興プランの策定、進捗管理

及び取組の推進でございます。 

 下段、組織体制についてですが、本部長を

知事、副本部長を両副知事とし、本部員は、

各部局長、教育長、県警本部長等で構成して

おります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１回復旧・復興本部会議についてでござ

います。 

 上段左側、開催日時ですが、去る９月25日

木曜日16時15分から、第14回災害対策本部会

議に引き続き開催いたしました。災害対策本

部は、第14回会議をもって終了としておりま

す。 

 上段右側、会議概要ですが、令和７年８月

豪雨からの復旧・復興本部の設置及び復旧・

復興プランについて協議を行いました。 

 資料中ほど、令和７年８月豪雨からの復

旧・復興プランについて御説明します。 

 復旧、復興に向けた取組は、複数分野にわ

たりまして、部局間の連携及び進捗管理が重

要となると認識しております。このことか

ら、復旧・復興プランを策定し、その中で、

課題検証と進捗状況の一元化、共有を行って

まいります。 

 第１回会議においては、策定の方向性、項
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目を協議いたしました。 

 大項目の１つ目は、被災者の救済・生活支

援でございます。 

具体的項目としては、住まいの確保、医

療・社会福祉施設等の復旧、災害廃棄物の早

期適正処理等でございます。 

 大項目の２つ目は、産業復興支援でござい

ます。 

具体的項目としては、農林畜水産業者への

支援、中小企業者等への支援等でございま

す。 

 大項目の３つ目は、社会・産業インフラの

機能回復でございます。 

具体的項目としては、公共土木、農地・農

業施設、教育施設、自然公園、交通インフ

ラ、警察施設の復旧等でございます。 

 大項目の４つ目は、防災・減災の取組みで

ございます。 

具体的項目としては、防災・減災、国土強

靱化(内水対策等を含む)への取組等でござい

ます。 

 今後についてですが、右側の黒線の囲みに

策定スケジュールを記載しております。 

 ２つ目、年内、本年12月頃に復旧・復興プ

ランを策定しまして、その後、必要に応じて

本部会議の開催を検討します。 

 次に、来年８月頃に、復旧・復興プランの

進捗の確認を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 ３ページを御覧ください。 

 ３ページと４ページは、今御説明しました

復旧・復興プランの項目の案でございます。 

 報告は以上でございますが、今後、全庁を

挙げて、令和７年８月豪雨災害に関する検証

課題の整理を行いまして、復旧・復興プラン

を策定してまいります。 

 引き続き、議会の御理解、御協力、御支援

をお願いいたします。 

 知事公室付は以上です。 

 

○楠消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 報告資料②と書かれた資料をお願いいたし

ます。 

 消防学校再整備の進捗状況について御報告

いたします。 

 消防学校の本館、寄宿舎の再整備に関しま

して、９月定例会におきまして、改築工事、

電気設備工事及び機械設備工事の工事請負契

約の締結に係る議案が提出されており、営繕

課にて発注の工事のため、明日開催の建設常

任委員会で審議がなされる予定です。これに

合わせまして、本館、寄宿舎の再整備につい

て、本委員会で御報告をさせていただきま

す。 

 今回の本館及び寄宿舎の再整備に当たって

のポイントが２つございます。 

 １つ目は、資料、上段左側の①教育訓練環

境の向上、女性受入環境の充実です。 

 これは、寝室を個室化するとともに、共同

で利用しているシャワーなどを複数箇所に配

置するなどにより、女性を含めた学生の受入

れ環境を充実させます。 

 この本館、寄宿舎の改築工事の概要は、資

料右側に記載しておりますが、これまで別々

の建物であった本館と寄宿舎を合築し、鉄筋

コンクリート造と木造を組み合わせた地上４

階建ての免震構造の建物といたします。 

 当該建物の建設工事に係る概算費用は、設

計費を含めまして約44億円です。 

 資料中ほどに本館、寄宿舎の完成予想図を

載せております。 

 次に、ポイント２つ目として、②災害対応

能力の向上を目指します。 

 消防学校は、九州を支える広域防災拠点構

想におきまして、他県等からの応援部隊の集

結、活動拠点に位置づけられていることか

ら、施設や集結活動スペース、駐車場の拡張

により、緊急消防援助隊の受援拠点機能を強

化いたします。 
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 現在、運動場及び駐車場を含む外構の基本

設計中であるため、イメージではございます

が、再整備後の敷地全体の配置案を掲載して

おります。 

 最後に、スケジュールですが、下段に記載

のとおり、現在の建物を使用しながら、本

館、寄宿舎の改築工事について、契約締結後

から着工し、令和９年７月に竣工、その後

に、現在の建物の解体を予定しております。 

 消防保安課は以上でございます。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 総務常任委員会報告資料③をお願いいたし

ます。 

 熊本県過疎地域持続的発展方針の策定等に

ついて、概要を御説明させていただきます。 

 １、熊本県過疎地域持続的発展方針及び計

画を御覧ください。 

 過疎法は、昭和45年に議員立法として制定

され、令和３年４月に、令和12年度末を期限

とする第５次過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法が施行されました。 

 本県では、令和３年度に、令和３年度から

７年度までの前期５年間の熊本県過疎地域持

続的発展方針を策定し、取組を進めていると

ころです。 

 今回、後期の方針及び計画を策定するもの

で、(3)に記載のとおり、対象期間は、令和

８年度から12年度までの５年間となります。 

 (4)位置づけですが、この過疎方針は、過

疎法第７条に基づき策定するもので、県が実

施する過疎対策の大綱であるとともに、市町

村が計画を策定する際の指針となるもので

す。 

 また、過疎法第９条により、市町村と連携

して実施する事業を県計画として策定し、各

市町村においては、過疎法第８条により、独

自の過疎計画を策定いたします。 

 過疎の指定は、人口要件及び財政力要件に

より判定されまして、(5)に記載のとおり、

令和２年の国勢調査に基づき、現在32の市町

村が指定されております。 

 (6)その他で記載しておりますが、令和７

年の国勢調査、今実施されておりますけれど

も、その結果につきましては、来年度以降、

その結果を受けまして、当過疎方針について

必要な改定を行うこととしているところでご

ざいます。 

 次に、中段の２、熊本県山村振興基本方針

についてです。 

 本年４月に山村振興法は改定されまして、

法期限が10年間延長されたことを受けまし

て、(4)に記載のとおり、対象期間が令和７

年度から16年度までの10年間とする熊本県山

村振興基本方針を策定いたします。 

 また、３、宇土天草地域半島振興計画につ

きましても、半島振興法の改正によりまし

て、法期限が10年間延長されたことを受けま

して、令和７年度から16年度まで、これも10

年間の宇土天草地域半島振興計画を策定する

こととしております。 

 最下段でございますが、策定スケジュール

でございます。 

 過疎地域持続的発展方針につきましては、

今後、パブリックコメントを実施し、国と協

議を経まして、12月に策定する予定でござい

ます。 

 今後、過疎の県計画と市町村計画につきま

しても検討を進めまして、今年度中の策定を

目指しております。 

 それから、山村振興基本計画は、12月議会

で方針案を御報告させていただきまして、パ

ブリックコメントを経て、３月に策定する予

定でございます。半島振興計画も同様に、３

月に策定予定です。 

 続きまして、次の熊本県過疎地域持続的発

展方針(案)についてを御覧ください。 

 今回の過疎地域の方針の改正は、現行法令

の後期に当たるため、これまでの過疎方針を
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基本としつつ、社会情勢の変化や新たに策定

しました県の基本方針、総合戦略や各種計画

等を踏まえまして変更を行っております。 

 赤字の部分が今回追加、変更した部分とな

ります。 

 第１、基本的な事項を御覧ください。 

 過疎方針の期間は、先ほど御説明のとお

り、令和８年４月から13年３月までの５年間

となります。 

 第２、過疎地域の現状と課題ですが、これ

は、本年10月から実施されております国勢調

査の結果を踏まえて変更する必要がございま

す。これは、来年度以降に反映する予定とし

ておりますことから、現行のままでございま

す。 

 また、第３、過疎地域の持続的発展の基本

的な方向につきましても、現行の方針を踏襲

しておりますことから、現在の方針と同様と

しております。 

 右側、第４、具体的施策を御覧ください。 

 過疎法に定められました11項目について記

載しております。 

 主な変更点を御説明いたします。 

 まず、１、移住定住、地域間交流の促進、

人材育成では、ライフスタイルの多様化に合

わせ、二地域居住のための環境整備を新たに

追加し、地方への人の流れの創出、拡大に取

り組みます。 

 また、２、産業の振興では、食のみやこ熊

本県の創造に向けた取組を、３、情報化の推

進では、ＤＸ、デジタルトランスフォーメー

ションの推進を、４、交通施設の整備及び交

通手段の確保等では、公共交通の運行に係る

人材、資源の最適化を追加しております。 

 このほか、６、子育て環境の確保、高齢者

等の保健・福祉の向上及び増進では、こども

まんなか熊本の実現に向けた取組等を追加

し、７、医療の確保では、地域で勤務する医

師がキャリアアップできる環境整備を追加し

ております。 

 地域振興課からは以上です。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 空港

アクセス鉄道整備推進課でございます。 

 右上に総務常任委員会報告資料④と記載の

あります阿蘇くまもと空港アクセス鉄道に係

る調査・検討結果についてという資料をお願

いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 １、調査・検討の趣旨、概要でございま

す。 

 (1)調査・検討の趣旨でございますが、阿

蘇くまもと空港へのアクセスは、自動車での

移動が主であり、朝夕のラッシュ時には、想

定時間内に空港に到着できない事態が発生し

ております。 

 こうした状況の中、今後、国際航空路線の

拡充や半導体関連産業の集積等により、空港

利用者の大幅な増加が予想されますが、熊本

市中心部と阿蘇くまもと空港が鉄道でつなが

ることで、熊本都市圏の都市機能が一層向上

し、半導体関連企業の円滑な事業活動にも資

することから、空港アクセス鉄道は重要なイ

ンフラであると考えております。 

 このため、肥後大津ルートによる鉄道整備

の具体化に向け、調査検討の深度化を進めて

まいりました。 

 (2)調査・検討の概要でございます。 

 今回は、概算事業費や運行形態、需要予

測、Ｂ／Ｃ等について御説明いたします。 

 ２ページの運行形態に係るＪＲ九州との協

議でございます。 

 令和４年11月に、肥後大津ルートに関する

確認書を取り交わして以降、直通運転を基本

に、上下一体方式に加え、下部分は県が設立

する第三セクターが運営し、上部分はＪＲ九

州が豊肥本線と一体的に運行を担う上下分離

方式を検討してまいりました。 

 これまでのＪＲ九州との協議の結果、空港

アクセス鉄道の運行形態については、ＪＲ九
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州が第二種鉄道事業者として豊肥本線と一体

的に運行を行う上下分離方式を採用する方向

で協議が調いました。 

 また、空港アクセス鉄道における効率的な

ダイヤ設定による快速運行を実現するため、

空港アクセス鉄道の開業に合わせて、豊肥本

線輸送力強化のための整備も両者が協力して

行うことといたしました。 

 ３ページをお願いいたします。 

 需要予測に係る主な前提条件です。 

 右側の前回調査結果である令和４年度から

の変更箇所を御説明いたします。 

 まず、運行形態は、先ほど申し上げました

とおり、上下分離方式としております。 

 運行本数につきましては、普通列車は１日

当たり片方向で47本、快速列車は１日当たり

片方向で14本で設定しております。これによ

り、前回の試算時よりも、運行便数がトータ

ルで12本増加という試算としております。 

 空港駅から熊本駅までの想定運賃は、片道

950円で設定しております。 

これは、試算を行うに当たり、空港リムジ

ンバスが片道1,000円であるということで、

同等の運賃設定としております。 

 なお、空港リムジンバスにつきましては、

本日10月１日から1,200円ということに改定

されております。 

 想定されます国庫補助につきましては、空

港アクセス鉄道等整備事業費補助等としてお

ります。 

 事業費の積算価格につきましては、直近の

令和７年４月の価格により試算を行いまし

た。 

 ４ページ、調査結果の概要でございます。 

 概算事業費は、物価高騰などの影響により

増加しましたけれども、空港アクセス鉄道整

備が約610億円との試算結果となりました。

また、豊肥本線輸送力強化が約60億円との試

算結果になっております。 

 Ｂ／Ｃは、快速運行の設定によります所要

時間の短縮、また、所要時間短縮によります

需要予測の増加によりまして、開業から30年

でのＢ／Ｃは1.21となっておりまして、事業

性を確保できています。 

 空港駅から熊本駅の所要時間は、普通列車

で約48分、快速列車で平均で約39分というふ

うになっておりまして、現在、空港リムジン

バスが約60分から80分での運行ということ

で、比べますと、約20分から40分程度の短縮

効果を生む結果となっております。 

 需要予測では、開業予定の2035年で、１日

当たり6,500人との試算結果になっておりま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 概算事業費に係る前回調査結果との比較で

す。 

 まず、空港アクセス鉄道整備に係る事業費

の増加要因でございます。 

 物価、人件費について、前回調査の令和３

年４月価格から、令和７年４月価格で再算定

いたしまして、４年分の物価高騰が大きく影

響し、約160億円の増加となり、増加要因の

約８割を占めております。 

 ２つ目に、鉄道設計の深度化を行いました

結果、信号場やトンネル等の各種構造を精査

したことにより、約30億円の増加となりまし

た。 

 次に、車両費、運行システム改修費につき

まして、快速運行など将来の運行計画を想定

した必要車両数の見直しなどにより、約10億

円の増加となりました。 

 次に、豊肥本線輸送力強化に必要な事業費

でございます。 

空港までの快速運行の実現や豊肥本線の効

率的な運行ダイヤの設定により利用者の利便

性を向上させるためには、東海学園前駅での

行き違い化や武蔵塚駅、原水駅での同時進入

化などの実施が必要と考え、それに係る費用

は約60億円を見込んでおり、空港アクセス鉄

道の開業までの実施を想定しております。 
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 豊肥本線輸送力強化の実施に関する事業ス

キームにつきましては、国やＪＲ九州など関

係機関と協議の上、活用できる国の財政支援

メニューを考慮しながら検討してまいりま

す。 

 最後、６ページでございます。 

 需要予測とＢ／Ｃに係る前回調査結果との

比較です。 

 需要予測やＢ／Ｃが向上した主な理由でご

ざいます。 

 １点目は、ＪＡＳＭをはじめといたしまし

た最新の企業進出、例えば、その後新たな要

因としましては、ＪＡＳＭの第２工場の進出

が決定しましたことや、その他関連企業の集

積等が沿線地域で起こっているということ、

また、そのほか新たな企業進出情報等を踏ま

えまして反映させております。 

 また、住宅等の開発状況、こちらもござい

ます。新たな宅地開発状況等につきまして、

沿線の市町村等から情報収集を行うなどしま

して、モデルに反映をさせております。 

 そのほかに、今後の市町村等におきますま

ちづくり計画等につきましても、沿線におけ

ます従業人口や居住人口の増加見込み、こち

らについて、需要予測の計測モデルに反映を

いたしました。これにより、需要やＢ／Ｃの

向上につながったというところでございま

す。 

 ２点目は、これまでの需要予測の計測モデ

ルでは反映できていなかった、熊本を来訪さ

れる方の道路交通渋滞に左右されずに定時に

運行される鉄道の価値であります時間信頼

性、こちらについて、県独自のアンケート調

査を実施しまして、需要予測の計測モデルに

反映することが新たにできました。それによ

って、鉄道分担率が向上し、需要やＢ／Ｃの

向上につながっております。 

 ３点目は、豊肥本線の輸送力強化を行いま

すことで、より利便性の高い運行ダイヤの作

成が可能となり、列車そのものの運行本数も

増加しており、新たに快速列車の導入により

ます所要時間の短縮、こちらを反映したこと

で、鉄道分担率の向上、さらには需要やＢ／

Ｃの向上につながっております。 

 今回、事業性や運行形態につきまして調い

ましたので、今後は、鉄道事業許可の取得、

また、整備着手に向けまして、必要な手続を

進めてまいります。 

 空港アクセス鉄道整備推進課は以上でござ

います。 

 

○甲斐政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 報告資料⑤をお願いいたします。 

 緑の流域治水の推進と五木村、相良村の振

興について御報告いたします。 

 なお、本件につきましては、明日の建設常

任委員会でも同様に御報告いたします。 

 まず、１、緑の流域治水の主な取組状況に

ついて、４点御報告いたします。 

 まず、新たな流水型ダムの進捗状況でござ

います。 

 ９月５日、６日に、国土交通省による公聴

会が開催されました。また、翌週の９月11日

には、球磨川漁協臨時総会において、漁業補

償契約案が可決されました。本定例会でも知

事も答弁いたしましたけれども、今後、令和

９年度のダム本体基礎掘削工事の着手、令和

17年度の完成を目標に、国により、表に記載

のようなスケジュールで、関連工事や調査検

討が進められます。 

 次に、(2)球磨川中神地区遊水地事業の着

工式についてです。 

 ９月14日に着工式が開催されたところで

す。球磨川流域では、流水型ダム以外にも様

々な治水対策が着実に進んでおりまして、流

域での遊水地の整備は、相良村柳瀬地区、球

磨村渡地区に続いて３か所目となります。 

 資料の裏面を御覧ください。 

 (3)球磨川水系県管理河川についてです。 
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 国が管理する球磨川本川の河川整備と連携

しまして、県が管理する支川でも河川整備を

進めております。 

 一例を御紹介しますと、写真のように、球

磨村の中園川というところでは、宅地かさ上

げ工事を完了しております。その他各所で事

業を進めているところでございます。 

 続いて、４点目、緑の流域治水に関する出

前授業についてです。 

 これまで申し上げてまいりました公共事業

によるハード対策とともに、防災意識を高

め、早期避難を促すソフト対策も大切な取組

と考えております。写真のように、球磨川流

域の小中高校に県職員が赴いて、出前授業に

取り組んでおりまして、年度末の３学期まで

継続的に実施してまいります。 

 続いて、２、五木村、相良村の振興につい

てです。 

 五木村では、川辺川上流部の宮園地区で、

住民主体の地域づくりが行われています。10

月18日には、旧五木第二中学校校舎が老朽化

のため解体されることに伴い、感謝とお別れ

をする会が催されます。 

 相良村では、川辺川沿いの廻地区で、村に

よる拠点施設の整備が進められます。今後、

令和８年度の一部供用開始を目指し、施設建

築工事が進められます。県でも、河川の階段

護岸工事に併せて取り組んでまいります。 

 引き続き、国、五木村、相良村と一体とな

って、目に見える形で、両村の振興を推進し

てまいります。 

 報告は以上でございます。 

 

○中村亮彦委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○渕上陽一委員 令和７年８月豪雨からの復

旧・復興本部についてということで御説明を

いただきました。 

 今回の豪雨災害からの復興というのは、も

う単に元の状態に戻すという復旧とは異なっ

て、やっぱり災害などによって被災する前の

状態よりも、よりよい状態を目指すというこ

とだろうというふうに思います。そのような

観点から、どのような対策があるのか、今の

段階での方向性なり考えがあれば教えていた

だきたいというふうに思います。 

 もう１点ですけれども、防災、減災の取組

で(内水対策等を含む)とありますが、これ

は、市町村や特に熊本市との連携が大事にな

ってくるというふうに思いますけれども、ど

のような進め方をされていかれるのか、お尋

ねいたします。 

 

○中川政策調整監 知事公室付でございま

す。 

 まず、いわゆる災害前よりよりよい社会に

するという意味での取組でございますが、知

事が今回の議会質問で答弁されておりますよ

うに、幾つかの課題が明らかになっていると

いうことで、まず、建物、農地への浸水被害

ですとか、車両水没をもたらした内水氾濫へ

の対応、それですとか、ボランティアの確保

などと知事も述べております。 

 これらのことをしっかり分析、検証しまし

て、課題を抽出しまして、これを国土強靱化

等に取り組む中で、しっかりよりよい社会に

していくと、よりよい熊本にしていくという

ふうな進め方を今考えているところでござい

ます。 

 もう１点、今の私の答えにも絡みますけれ

ども、内水対策についてでございますけれど

も、今、土木部と農林水産部、それから、今

回内水被害に遭われた市町村さんを含めまし

て、検討会を立ち上げられて、まず第１回の

検討会議をされたところでございます。この

検討会の中で、また具体的な分析等を行っ

て、県がどんなことができるのか、市町村が
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内水対策についてどういうふうに取り組むの

かということの方向性を明らかにしていくと

いうふうに土木部でもされているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 一日も早い復旧、復興に向

けて、しっかりと取り組んでいただければと

いうふうに思いますし、２点、これまでにな

い内水氾濫など、新たな被災パターンであっ

たというふうに思います。そういう意味で

は、市町村との連携が不可欠であろうという

ふうに思いますので、これからもしっかりと

取り組んでいただければというふうに思いま

す。 

 

○深川知事公室長 今、中川政策調整監のほ

うから復旧・復興プランの作成の方針につい

て御説明させていただいたところでございま

す。 

 私ども、これから市町村及び全庁の内部と

もよく連携をしまして、情報交換をし、まず

初動に対する検証、それと、今渕上委員がお

っしゃったような排水機場であるとか内水対

策、そういった分野ごとの検証、それをしっ

かり行いまして、しっかりとした復旧・復興

プランをつくり上げていきたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 よろしくお願いいたしたい

と思います。 

 すみません、もう１点よろしいですか。 

 もう１つが、阿蘇くまもと空港アクセスに

ついてお尋ねをさせていただければというふ

うに思います。 

 今定例会の中で、内野議員の代表質問に、

詳しく説明をいただいたというふうに思いま

す。今も、説明の中で、５ページのところ

で、物価、人件費の高騰で160億ぐらい増え

たということであります。多分皆さんたち

は、自分たちではじいてらっしゃるんで、何

となくイメージがつくんだろうというふうに

思いますけれども、私たちは、160億と言わ

れても、なかなか想像できにくいんですよ

ね。 

 例えば、今回、生コンがこのくらいに増え

たんですよとか、労務単価がこのくらい上が

ったんですよ、何倍ぐらい上がったんですよ

というのを、もう少し詳しく説明すると、私

たちも聞いてて、なるほどだなあというふう

に思うんで、もしよければ、そこら辺の説明

を詳しくいただければというふうに思いま

す。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 物

価、人件費の高騰分につきましてですけれど

も、試算に当たりまして、情報として把握し

ておりますのは、例えばですけれども、生コ

ンの価格、こちらが大体1.5倍ぐらいに４年

間でなっている、あと、労務単価は、こちら

も1.2倍ほどに増加しているということで把

握しております。 

 で、今回空港アクセス鉄道につきまして

は、特に、大津駅から分岐して以降、高架橋

形式で渡り、またトンネルが約半分ぐらいと

いうことですので、非常にコンクリートの価

格というのが大きく響いてきているというふ

うに把握しております。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 生コンの価格が分からぬと

ですよね。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 生コ

ンの価格について、ちょっと私も今手元にご

ざいませんで、後ほどまた御説明いたしま

す。 

 

○渕上陽一委員 本当に細かく、できるだけ
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詳しく言ったほうが、多分、今日ここにいる

者だけじゃなくて、県民の皆さんたちも、こ

のくらいの価格がこのくらいになったとい

う、詳しく、できるだけ説明をしていただけ

ればいいのかなというふうに思いますので、

どうかよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 

○橋口海平委員 関連して、渕上委員と同じ

ように、Ｂ／Ｃについても、しっかりとそう

いう丁寧な説明が必要だと思っております。

 例えば、このＢ／Ｃを、最初やった令和４

年だったですかね。４年から変わった部分、

これだけじゃないと思ってるんですね。例え

ば、このときには、ＴＳＭＣの第２工場が、

最初入ってたのか、入ってないのかだった

り、途中の新しい駅建設、こういったのが入

ってるのか、入ってないかだったり、そうい

う細かいところまでやっぱり説明する必要が

あると思っております。今答えられる範囲で

結構ですので、もうちょっと詳しく説明して

いただければというふうに思っております。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 ただ

いまの御質問に対してですけれども、まず、

試算の前提といたしましては、その試算の時

点で、計画の概要が明らかになっているもの

を入れることができるということでございま

して、まず、令和４年度、前回の調査のとき

には、ＪＡＳＭの第１工場、こちらの分まで

は試算に入っておりますけれども、第２工場

は令和６年に新たに決定したということでし

たので、第２工場の分というのは今回新たに

乗ってきているということでございます。 

 あと、今おっしゃられた新規の駅でござい

ますけれども、菊陽新駅のこちらについて

は、菊陽町さんも具体的な検討をＪＲさんと

もなされておるというところでございますの

で試算に入れておりますけれども、現在、大

津町内に計画しております信号場でございま

す、行き違い区間、こちらについては、大津

町さんのほうで駅にされたいという要望ある

んですけれども、そちらのほうはまだ具体的

な計画がないというところで、需要予測には

まだ加わっていないと、そういったところで

ございます。 

 繰り返しになりますけれども、その時点で

ある程度計画が、概要が決まっているものの

みを計上させていただいたというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○橋口海平委員 ぜひ、そういった丁寧な説

明と、新駅ができたら今度はＢ／Ｃがどれぐ

らい伸びていくのか、そういうところまで、

ぜひ今後伝えていただければというふうに思

っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○渕上陽一委員 今説明を聞かせていただい

て、やっぱりしっかりとした理由があって、

今回の数字を見越して出されてきたんだろう

というふうに思っております。 

 今、渋滞というのはもう大変厳しい状況に

あって、その渋滞によって経済損失がどれぐ

らいあるかというのは、はっきり出ているわ

けでありまして、今回、そのアクセスルート

ができて、大量に運べるようになるというこ

とは、私たちだけじゃなくて、県民だけじゃ

なくて、県外から、海外から来る人たちにと

っても大事なことだろうというふうに思って

おりますので、しっかりと、着実に、工事に

進めるように、これからも頑張っていただき

たいというふうに思いますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございますか。 

 

○西聖一委員 関連して。今回の事業費が

1.5倍ぐらいになってますけれども、この前
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提では、国からの助成を上乗せするという段

階が入っての数字ですから、今から県も努力

して、それを獲得しなければなりませんけれ

ども、それができなかったときの負担は当然

県がかぶるんだろうなと思いますし、この３

年、４年でこれだけ物価が上がって、費用が

増えているので、実際着工するときはまだ膨

らむというのは想定がつくというのと、決定

ではありませんけれども、大津駅を造るとい

う話になってくると、また事業費が上乗せに

なってくると。そういうのを踏まえて、県の

財政は大丈夫なんでしょうかということでお

尋ねします。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 今、西委員から、今回のアクセス鉄道の事

業費の増に向けてというところで御指摘いた

だいております。 

 今回の補正予算等につきましても、８月の

豪雨災害対応についても、追加の予算をお願

いしたところでございますけれども、本県に

つきましては、過去２回、正確には３回です

けれども、度重なる災害への対応を重ねてき

ておるというところでございます。ノウハウ

について、積み重ねてきている部分ございま

すけれども、災害対策に関する予算について

は、やはり熊本地震につきましてまだ償還を

続けているというところでもございますの

で、過去の災害への対応の財政負担というの

も当然一定程度乗っていくし、これからも乗

っていくだろうというところがございます。 

 で、災害対応については、国からの手厚い

支援をいただけておりますので、いわゆる実

質的な負担の部分での本県の財政力への影響

というのは、さほど大きくない部分もありま

すけれども、県債の償還という視点では、や

はり効いてくる部分があるという状況にござ

います。 

 そういったところも含めまして、木村知事

になりましてから、新しい基本方針含めまし

て施策に取り組んでいく上では、これは知事

も昨年の当初予算でも申し上げておりました

けれども、スクラップ・アンド・ビルドをし

っかりやるという地道なことをやっていくの

がまず１本目だとは思っております。 

 その上で、今御指摘のとおり、今般の９月

議会でも幾つもお答えをしてきた部分ござい

ます。その中の１つ、アクセス鉄道ですけれ

ども、そのほかにも、スポーツ施設関係と

か、県立大学の関係といったような大型の投

資が今後控えているというのも実態としてご

ざいますので、そこに向けましては、投資的

経費の全体的な抑制とまで言えるかどうか分

かりません。キャップをかけて、従前の伸び

のままは行かないような形のコントロールを

かけていくことが必要じゃないかというの

は、我々総務部門としては考えているところ

でございます。 

 その上で、このアクセス鉄道につきまして

は、委員御指摘のとおりで、財源につきまし

ては、まだ、全体事業費も今増嵩分が分かっ

たというところございますけれども、内訳財

源につきましても、まだ国の支援も引き続き

要望を続けているという状況でもございます

ので、売上げからの３分の１のＪＲさんから

のバック分というのもございますけれども、

まだまだ、財源については、国へのお願いも

必要だと思いますし、我々県の一般財源をど

う捻出していくかという努力も引き続きして

いく必要があるというふうには考えておりま

す。 

 建設が始まっていきます令和９年から17年

にかけてというあたりに、どういった形で予

算が組んでいけるのかというところは、財源

の、まずは国からの支援を強く求める上で、

しっかり措置ができたらというふうに考えて

いる状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 当然財政のほうではしっかり
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してもらわないけないんですけれども、この

前、中期財政見通しを発表されたと思うので

すが、今回、知事はもうかなり大型施設につ

いて言及されましたから、ちょっとそこら辺

を含んでもう一回、私たちにも説明できるよ

うな資料をやっぱり準備して、本当にやれる

かどうかを県民にも知らしてほしいなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

○元田財政課長 財政課長でございます。 

 今委員御指摘のように、今年６月に中期財

政見通しを示させていただいております。た

だ、実は、この６月の見通し以降も、幾つか

悪化要因も出ておりまして、人件費につきま

しても、人勧の増額分が当初想定以上に伸び

てたりとか、あと、金利が上がっているとい

うようなところもありまして、これも県債の

償還にも効いてくるというような幾つかの要

因もございます。 

 で、中期財政見通し、６月時点で見込んで

いた部分もございますけれども、そこからの

変更点ですとか、幾つかのほかの要因を含め

たところについては、改めて――タイミン

グ、どの時点で試算をできるかというのは、

まだ我々も見定めておりませんけれども、一

定の時点で、そこを織り込んだ上でまた御説

明とさせていただけたらと思っております。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 関連でお願いします。 

今、西委員のほうから財政のことがありま

したし、また、橋口委員からはＢ／Ｃのこと

についての説明を求められました。また、渕

上委員のほうからは、コストアップの内容に

ついての説明を求められました。 

 このことは、非常にやっぱりみんな関心が

高いことであって、今回の議案の中でも、代

表質問でもありましたし、知事の答弁であり

ました。ただ、私が客観的に捉えると、３年

前の調査と今回の調査を比べたら、インフレ

の影響もあって、コストは上がったんだけれ

ども、ただ、Ｂ／Ｃ自体は改善をしたという

のが、これは事実として、数字として表れて

るんだと思います。 

 その中で、どこに視点を当てるかによっ

て、心配事、また期待というのが変わってく

るというふうになってるんじゃないかという

ふうに思うんですね。ただ、昨日の交特の中

では説明がなかったんですが、先ほど、３ペ

ージの、熊本空港から熊本駅の想定運賃が、

リムジンバスが10月１日から、1,000円から

1,200円に上がると、いわゆるその競合す

る、いわゆるその交通手段のコストが上がっ

ているということですので、例えば、次の調

査になってくると、当然、インフレでどうな

るのか、また、こういった競合の価格設定

が、今後は、今回は950円ですけれども、

1,200円に対していいのか、ここの料金、運

賃が上がると当然そこはＢ／Ｃの中にも影響

してくるでしょうし、また、第２工場以外の

新たな状況によって――例えば、九州フィナ

ンシャルグループは、最初は、10年間の経済

的な効果が約７兆円と言ってたのが、これは

12兆円とか、20兆円とかと、膨れていってる

わけですね。こういったものがどう織り込ん

でこられるかとかというので変わってくると

思うので、ぜひ、そういったところに対し

て、しっかりと説明を分かりやすくしていっ

ていただきたいというふうに考えておりま

す。 

 私は、基本的にはやはり、渕上先生も御指

摘があったように、今の道路偏重のままの渋

滞を解消する一つとして、やはり公共交通機

関のほうに移行するというのは、知事も熊本

市長も述べておられますので、これは政策的

にも必要だと思いますし、交特でも、前川委

員のほうからございましたが、もう３回、県

知事選挙でこれは争点となった上で、推進を

されている候補がやはり選ばれているとい

う、政治的な背景も私はあるんだというふう
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に思いますが、そういったことをしっかりと

進めていくためにも、説明が非常に重要だと

思いますので、ここは、いろんな人たちの意

見を聞きながら、適切な説明をその都度都度

やっていくように、ぜひお願いをしたいとい

うふうに思っております。 

 もし、部長か局長、何かコメントがあれ

ば、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

○富永企画振興部長 今、この空港アクセス

鉄道につきまして、丁寧に説明をしていくと

いう御指摘がありました。極めて大事な御指

摘だと思っておりまして、今回発表いたしま

した事業費、Ｂ／Ｃ、そして、これから取り

組んでまいります国との協議、交付金の獲

得、そしてＪＲとの間の具体的な工事の進め

方、様々な観点のところで、この県議会にお

いて丁寧に説明するとともに、県民の皆様に

しっかりと理解してもらい、そして応援して

もらえるような説明を常に心がけたいという

ふうに考えております。 

 現状、このＴＳＭＣの進出、そして地域全

体の経済の伸びという、そして、町周辺地域

の発展ということもあり、事業性について

は、一定、十分なものがあるということで、

推進すべき事業だというふうに認識しており

ますけれども、この物価の上昇でありますと

か、様々な観点で心配されるところもござい

ますので、しっかりと状況を常に把握して、

丁寧に説明すると同時に、しっかりと応援し

てもらえるような状況を、常にしっかりとつ

くっていきたいというふうに考えております

ので、引き続きしっかりと頑張ってまいりま

す。 

 

○池田和貴委員 よろしくお願いします。以

上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございますか。 

 

○堤泰之委員 アクセス鉄道の５ページです

かね。輸送力強化の部分なんですが、ちょっ

と細かい点になりますが、東海学園前駅の行

き違い化において、恐らく用地の取得も含め

て考えられるんだとは思うんですが、実は、

ちょっと地元として、今、ここのちょうど付

近に、熊本市さんが運営していた駐輪場があ

ったのが、ちょっと立ち退きになって、今、

市が駐輪場用地を買収予定というか、探して

いらっしゃる状態になっております。 

 また、この東海学園前駅自体は、降車場が

ない駅になってまして、非常に通行上、多

分、今後、豊肥本線の乗り降りの数が増える

に伴って、そこも課題になってくると思いま

すので、東海学園さんのほうは、用地の譲渡

に関しては前向きということも聞いておりま

すので、そこもちょっと関係各所と協調して

いかれてはどうかなというところでありま

す。 

 ちょっと細かい点でありますが、今、何か

そこら辺はどういった情報が入っています

か。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 東海

学園前につきましては、御指摘のとおり、道

路と非常に近接しておりまして、危険箇所で

あるということは東海大学さんといろんなお

話させていただく際にも御指摘は受けており

ます。そこは、熊本市さんとしても課題認識

は持っていらっしゃいますので、今後、ＪＲ

さんですとか熊本市のほうと連携しながら、

輸送力強化につきましても協議を進めてまい

りたいというふうに考えております。 

 

○堤泰之委員 よろしくお願いいたします。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 それ

と、委員長、すみません。 

 先ほど渕上委員からおっしゃいましたコン

クリートの単価につきまして、情報が入りま
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したので、すみません。 

 24キロニュートン強度というのが前提でご

ざいますけれども、こちらが、従来の価格が

１立米当たり１万5,700円でございました。

で、こちらが立米当たり２万2,700円という

ことで、やはり1.5倍ほどになっているとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 次に、委員の皆様から、その他で何かあり

ましたら質問をお受けします。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書等が８件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第４回総務常

任委員会を閉会いたします。 

  午後０時10分閉会 
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